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「知的財産推進計画２００７」の見直しに関する意見募集に寄せられた意見 

 

（団体） 

No. 団体名 意見 

1 社 団 法 人 日 本

経 済 団 体 連 合

会 

別紙 

2 デジタル・コンテ

ンツ法有識者フ

ォーラム 

別紙 

3 日本弁理士会 別紙 

4-1 株式会社サラダ

メロン 

知的所有権が海外で侵害された場合国家が費用をもって訴訟、交渉、和議

を図るようにしなければならない個人では体力に限界がある。 

法律があるのに行政の運用方針で間接的に知的所有権が侵害された場合、

たとえば植物防疫法で禁止されていたキノコが、ある政治家の意見で法律を

変えないで国に輸入を認めた場合、国産における大量増殖方法のせっかくと

った特許が骨抜きに近い状態になる。これは知財を進め振興するとする内閣

の方針にも反する行為が起きている。丁度よい研究案件であるからその辺の

見解を出してほしい。そもそも法律を変えないで胸先で今まで禁止していたも

のを 180 度、権利保持者に尋ねるまでもなくまた、行政を変化させてよいもの

か？つまり国民の財産権は自国からル－ルを整備する必要がある案件であ

り、国会議決がないのに立法権を官僚が動かす裁量はないはずだ。その辺

の見識を整備する必要がある。つまりは国の都合でかってに知財権が脅かさ

れないようにしなければならないはずである。その辺の確たる法律を整備す

ることから未来に、今に対応する知財戦略を立ててほしい。 

また、世界にはばたかせる発明ができた場合、発明者や国の報酬も決めて

世界に代理店等売り出すことも手伝うことも知財立国として不可欠である。 

ともすると大学発のベンチャ－にてだすけすると戦略要綱に書いているが特

許を持つ一人として感じることは一人の個人の発明でも光をそそぐべきであ

る。この辺が戦略の思想に欠除している。NHK などの TV にも広報する枠を

与えるべきであり、NHK 放送法の改正も視野に知財は動いてほしい。発明は

個人である。そこをしっかりおさえた支援策をとり、ジェトロや日本が派遣した

大使館もお大いに稼働させるとよいのでないか 

米国に個人で出すと特許料が紛失する。筆者も何十万円もなくなった。日本

の為替をサインナシに誰かが銀行から引き出している。郵政も米国もだれも

責任をとらない、旧の郵政の規定をみると2-3万円円がふん失の弁償限界だ

という。かくなるは米国の大統領に直訴しかないとおおいに怒ること山であ

る。韓国は当方の本をほぼまる写しで出版していると韓国の北大に来ていた

研究者がいう。裁判かけれと・・。個人では無理だ。金、言葉、弁護士費用、

翻訳、韓国の特許法律など課題が多い。少なくても特許を日本国が与えた案

件については国策として調査させ守らせることも必要だ。意匠ばかりの警察

捜査ばかりでなくレベル UP する内閣情報調査室も活用したらどうか、構造を

組立、国家も個人も利をあげることを考えなくてはならない。今は刀や砲弾で

なくて経済戦争なのだから内閣情報調査室程度のレベルが必要な国際環境
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であることを戦略としたい。これぐらいの発想を言える人が知財人選にいるの

だろうか？人選も戦略も知恵のある人、特許を保持している苦労した人も、情

報室も加えるべきでないだろうか、それから北海道のサミットをどう考えてい

るのだろうか、筆者も素晴らしい発明があるのでチヤンスをみて発表したい

のだが支援してくれないだろうか？日本の見せ場を太陽光パネルだとすれば

なさけない。すこしは世界の注目を浴びるものも（最近では京大幹細胞の研

究があるが）打ち出さないと知財チ－ムとしても面白くないのでないかと意見

をのべる。当方のウエイブ治療の発明も完成した。指定するウエイブから扉

を入手して送られる CD 情報を重ねると気のエネルギ－が出るように作られ

ている。パソコン障害からの電磁波に干渉し、目がよくなる方に働き、体にも

気の情報エネルギ－を既存の世界のパソコンから発生させることができるも

のであり革新的である。注目してください。サミットで世界に情報を公開したい

と活動中。ぜひ一度体験してください。そのほか面白い発明があります。 

4-2 株式会社サラダ

メロン 

2008 年度以降の知的戦略についての提案 

        H20.3.27 日 

㈱サラダメロン  代表取締役 佐久間和夫 

       北海道名寄市日進１０５番地 

はじめに 

北海道のはずれの雪原にモアイ像がたっている。模造であるが迫力がある。

モアイ像の発祥の地はイースター島で子孫的住民はいない、誰が立てたか

わからない、どのようにして巨大な像が建てられたかもわからないという。モ

アイ像だけ地球の荒野に残って民族は滅亡したのである。 

知的戦略の話はそのことを踏まえたうえで論議になるのである。つまり仮説

だが環境問題を早々に解決しないと８０％の地球民族は死亡するのであると

いう説がある。残りの２０％の民族がどう生きるかという問題かも知れないの

である。 

北海道のサミットも地球人類の赤信号集会で大変注視せねばならない。今後

の歴史において、環境が悪化し地獄絵図が引き起こされるかは本当のところ

はサミットに集まる首脳といえ誰もしらない。しかし、ニユーオリンズの大洪

水、米国を襲った竜巻などを通して大気の変動の凄さ、人類の無力さをまざ

まざと見せつけられている。水の都などは海中に没するのである。南極の氷

も地球の海流を乱すほど溶け出したのである。 

こうした宇宙空間や地上で起こるという地獄絵図を人類は少しでも減ずる何

かを考え出さねばならない。 

CO2 における悪知恵に長けた国は CO2 の削減が目標より実現できない時、

達成できた国から排出権を購入すると言う弁法をあみ出した。これは外交で

あり、環境論議に化粧しているに過ぎない。 

また、５年後の１２月には宇宙からフオトンベルト（電磁波の集団のようなも

の）が地球にぶつかるといわれ、心ある学者は心配している。国策としてわが

国はこれらの対応する戦略を鋭意検討研究しているのだろうか？太陽の情

報を含む光線はプラス 2000 からマイナス 400 と日々強く悪化しているのであ

る(松果体(脳)簡易測定値)。この数値は癌の数値より一回り悪い値であるか

ら例えば皮膚がん発生が多発することも考えられるのである。オゾンホ－ル

の開口とともに白人に多い皮膚がんが多発されていく可能性がある。 

地球大変動の昨今、地震も次は、関東にきてもおかしくないと言われている。
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どうするのか？大型地震で阪神のようになるのでないか？それ以上になるの

かもしれない。 

穀物の高騰は米国のエタノール作りが横取りして高騰させたのではない。大

干ばつが襲い、水不足が続き不作で穀物相場を高騰させたのである。異常

な大干ばつが広大な農場を持つとうもろこしなどの穀物作付け地帯を襲った

のが認識として正しいのである。米国のエタノール作りでないことを日本国首

脳は認識しているだろうか？ 

日本が 50 度台の猛暑になったらどうするのか？ 

反対に赤道直下に雪が降る時代である。氷の大きな塊が地上の建物を直撃

したらどうするのか？人は家に閉じこもり屋根も穴が開くだろう。 

両極端が起こりうる異常事態が昨今の変動である天変地異なのである。 

こうした身憎悪の状況が推論され、実際化されている中で日本のこれからを

推論し、対策を立てることが急務であり、その中で知的戦略はどうあるべきか

提案する。よい知的ビジネスが立案されればそして、国づくりに必要ならば国

家も発明者らからライセンスしてでも政策に取り入れることになろうし、なけれ

ばならない。 

本当は給与のいただいてる責務ある方が、本案を寝ないでも作り上げなけれ

ばならないものなのであるが、現場からの提案もこの時期不可欠だと判断し

た。しかし、この程度の企画レベルを考察提案する方が大勢いなければ、重

要な最も肝心な国家財政と地球を守り世界を守る事にならないのである。 

つまり、世界も我国も、自国益の優先思想が抜けきれていないまま、ある日

突然として、宇宙環境汚染が飛び込んだ。地球人類の同時滅亡時代をまっ

たなしに告げられてきたからである。 

侍時代に今までの敵方と思い戦っていたが今度は同盟を結んで第三の敵に

立ち向かおうとする構図である。はたで見ていても心配な構図である。戦国

時代ならば同盟者に寝返りがないか心配なところでもあろうが、今の相手は

ガスであり天界を相手にしているのだ。だからたちが悪い。 

しかし、見方を変えると、真の真から見ると敵はガス削減行動ができない自

身である。己が地上の敵であり、ガス発生を止めきれない自国が敵なのであ

る。こう考えると人間の業がつくった問題といえ、天界も人間の心を試してい

るといえるだろう。 

本文は知財と関係がないようなことも述べるがリンクして本題を提案へ導き

出す時代背景などを述べたものであるから必要だということで理解願いた

い。未来の国の形を推定してそこにおける開発分野やビジネスモデルがどの

ようにおきるかの概要を提案する。未来の国づくりに知財が効果的に働く方

向が見えてくるのである。 

つまり、少なくてもここで掲げた分野の開発は国づくりから見て大切なのでガ

ス削減技術、水確保技術と共に重点的に開発を誘導すべき知財政策案件と

して重視しようということである。体系的に以下の分野の知財開発を国民に

問うことも、強力に各省庁に推し進めることも知財の重要な役割にしなければ

ならないという意見である。国も重点的に予算をつけねばならない。 

A）未来の国づくりから見た知的戦略の分野の提案と骨子 

① 計画設定プログラムとして 

時間軸と面位置範囲を設定し、１００年の長短期にわたる知財の戦略体制を

つくること 
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何年までに何をして(研究を完成させ)どの地域又は国まで知財の戦略の影

響を広げるか？ 

②生活密度を改善する国づくり分野 

新宿の過密、電車の過密、息苦しく異常である。過疎も文明の提供されるサ

－ビス手段がない。東大のコオロギ虫の研究発表を聞いたことがあるが過密

だと相手の足をもぎ取る凶暴行動に出るのだそうだ。適正密度が必要であ

る。 

過密、過疎地の解消をはかり一人あたりの居住空間社会の面積を確保する

こと。・・経済交流と生命を活性化させるため集中都市の分割で各地ブロック

に３０万人都市つくりを進める。日本で１５箇所内外だろう。 

③ 国内交通移動を迅速化する国づくり分野 

国内移動の為の小型ヘリに準じた空間移動船を開発し取り入れる。降りると

ころは駅、バス亭、港、陸上の池、ビルの屋上、グランド、大型未来バスの後

ろに磁石などで吸引させ乗り降りできる。その他、 

④ 大型ヘリコプタ－数機を一単位とし、網に人をのせ空中移動させる大量

移動システム。緊急避難時の地震逃避方法の開発分野 

⑤ 落ちない飛行機の開発分野 

⑥ 衝突しない船及び潜水艦の開発分野 

⑦電話線、電気線などの地中埋没を進める町づくり。又、空中送電方法も進

める開発分野 

（埋没する線はかじるねずみに注意） 

⑦ 室内外の電磁波対策分野 

 電磁波は赤血球をクラスター状にするから血液の流動性を悪くし人体に障

害を与える。これを電磁波にたいする干渉作用等で防止する分野 

（脳神経にも影響与えるかもしれない。）これらの障害から人体を守る発明分

野 

⑩ パソコン使用による漢字や字体の物忘れ防止に関する分野 

パソコンを長く使うと文字が忘れる現象がおきる。民族として由々しき問題で

ある。文字も下手になる。解決する方法を発明する分野がある。 

⑪ 食肉獲得する為の屠殺方法分野 

  食の重要性が論じられている。農薬を混入しないことも大事だが恐怖を与

えた殺し方が肉に恐怖の情報がのる。恐怖を与えない屠殺方法の開発画必

要。米国は眠らせて殺すとか？ 

⑫ 近年の気候変動、加熱と豪雨と冷夏、暖冬や気候温暖化対策に伴う農

業技術の開発分野 

国内の北は暖かくなっている。作物の暖地むけ栽培体制を北に移動しなけれ

ばならない。なぜならば作物は適地適作適温でないと栽培が成り立たないか

らだ。加熱される地帯は白菜、レタス、など冷涼野菜は今までより著しく病気

の発生で取れなくなる。 

人体無害な健康エキスなどの虫や菌予防の開発分野 

⑬ 未来の日本国の経済の基礎をどうするのか？ 

土地本位制に切り替えるときが必ずくる。 

徐々に日本の国の大地の値段を正当に決めるときがきている。国民の国土

内の資産価値を上げる必要がある。未来経済体制に基づいた土地価格の決

め方の研究と開発分野。 
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⑭ 仮想通貨の有効活用と仮想通貨からの脱却 

今の世界経済のなかで連動する貨幣は不安定である。ドル９５円では巨大輸

出企業でも１年の儲けがフットブこのようなあり方は相手国にも同様な被害を

だす。つまりこれは仮想通貨から脱却しなければならない。一方、 

仮想通貨の有効活用では疲弊する一次産業を救済し本来の形、所得を社会

が保証する姿と国民の生命の食料を安心して生産してもらう事と、農業後継

者も栽培技術を磨き、経営が豊かになる状態になる方法として、大地券（仮

称）を発行して農業生産物に 3 倍の価値をもたせる。少なくても農業生産で生

み出した産物が現行の１０００円であれば大地券をもらうと 3000 円で引き換

えることのできる大地券を与える。 

つまり、言い方を変えると、生産活動でもらった仮想通貨の大地券 1000 円で

は今までの３倍の物(3000 円)が購入できるようにする。 

大地券は普通通貨と銀行で交換できるようにする。 

このようにして終戦後の一度しか良い目をみなかった農村を育成し他産業間

の所得の格差を是正していく。 

これらにともなうビジネスモデルの発明分野も出る。又、疲弊する他産業にも

応用できる。この辺のどのあたりの格差で仮想通貨の恩恵を与えるかのビジ

ネスモデルの開発が政策上不可避になるだろう。この辺の時間当たり所得の

算出方法を理論化すると興味ある生きた経済学ともなる分野である。 

⑮ 道州制などの政策による地産地消を促進する為の地域内通貨、つまり仮

想通貨導入のビジネスモデルの開発分野 

 国づくりの一環として道州制がとられることとなり第一号は北海道である。 

一定の金額で県内の、又は道州制内の経済の活性化を図るとき仮想通貨が

有効である。この場合の仮想通貨は県内でないと換金しないとか、換金させ

ず目的の働きの為の仮想通貨として、役割を演じさせることになるだろう。 

⑯ 仮想通貨からの脱却分野 

外資のフアンドが日本の都市の一等地のビルを高く購入して証券化して世界

へ販売している。この証券を購入するのが例えば現場を知らない中東のオイ

ルダラ－である。あるフアンド又はその出先が高く購入している場合、そのビ

ルでは現時点において、高価なビル代をはらって利益を上げることは不可能

なのである。 

ビルは減価償却がおきるから資産価値は落ちる、土地価格が上昇しない限

り、誰かが証券を購入しても利益を得られない。つまりばばを引く構造であ

る。仲介者は手数料を手にする。こんな仮想構造が世界をまたに駆けて飛び

交う現在の経済社会である。虚像が虚像をうむのに証券化といういわば仮想

通貨が役割を演じているのである。 

どこかで虚像の保障を引き受けた保険会社も地球規模で連鎖し倒産の悲劇

を生む。すると世界は連動して株価安を引き起こし悪連動社会の波動をうむ

のである。だからこうした虚像は長くは通じない、 

このような仮想通貨からの脱却を図ることが不可欠になる。そこで対案は 

づばり、物々交換の経済である。これならば誰かが世界の富を独り占めでき

なくなるのであるし地球経済に優しい。 

数パ－セントの人が世界の富の 60 パ－セントを握るなんて事はできなくなる

のである。貨幣は補助として使用することとするのである。米国の国債も日本

が多量に保存している。これも仮想通貨の部類である。元金の返却はおぼつ
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かないといわれている。対案は米軍の基地移転などの日本持ち費用が取り

ざたされているがそれには日本が購入して 

塩漬けになっている米国の国債で支払うという手段がある。このように未案

件の処理として、仮想通貨で支払いそれらからの脱却を図る粘り強い戦略も

必要である。 

⑰ もしも合成医薬剤が無いときの健康管理はどうするか？ 

赤字が財政を圧迫したら医療は救急性や伝染性もの、手術を必要とするも

のしか治療できないかもしれない。租の時の為のビジネスモデルや発明が必

要と思われる分野である。 

⑱ もしも燃料がなくなったときは、日本国民はどこで過ごすのか？ 

水や山菜がとれる谷川の山の傾斜に穴をほって暮らすのだろう。山芝を燃料

にするか亜炭を掘り燃料にするのだろう。鹿やヤマベ、ザルガニ、川えび等

の繁殖、増殖を誘導しなければならない。捕獲技術も必要だ。 

⑲ もしも電気が取れなかったら 

  オール電化住宅は地震のとき何も煮炊きできなかったという。近代文明の

落とし穴である。トイレも出来ない。水洗トイレはないに等しく不便だ。 

⑳ もしも医者がいなくなった時どうするか？ 

昔の村には産婆さんがいた。赤ひげ先生が親身に見てくれた。昔のように至

急人材と気運を作り出すビジネスモデルが必要である。ここにおいて赤ひげ

先生や民衆が簡単に使える治療ロボットの開発も非常に重要だ。当社で開

発しつつあるパソコン型ロボットがそれである。又、インターネット回線を利用

してウエ－ブ治療もできる世界を確立している。ビジネスモデルの検討中で

あるが知的所有からみたアドバイサ－がほしいものである。 

（21）海外との取引は物々交換経済を主体にするようになる。ないものを輸入

するが自国内であるものは輸入しない原則を導入した世界省エネ輸入路線

の開発分野 

（22）知的戦略を外交に使う開発 

例えばロシアに対する日本の 4 島返還交渉が遅れている。ロシアは現在、産

油がでて、資源外交を進めているが日本は技術外交を強く推し進める。例え

ば４島は日本の知的方法を具現化する工場とし、システムのキ－ワ－ドは日

本が保持する。仕事は例えばガソリンの精製とか・・はロシアから日本が委託

される。(ロシアは品質のよい精製工場特にガソリンを求めていると釧路の情

報元から聞いた。) 

島を返還するならば工場をたててロシアの精製を引き受ける工場を作るとい

う外交を重ねる。 

理解が取れれば日本提案の工場やプラントが稼動する。工程稼動は複数の

暗号でロックされ１分間で暗証番号が変わる、いわばト－クンシステム(商品

名)手法を取れいれ、更に、もし、ロシアが裏切った場合は各工場の機能が止

まるなどの指示する衛星サ－バがあり、ト－クンを破壊することで工場のシス

テムを無能にするなどの処置がとられるとする契約にするのである。 

ここにおいてビジネスモデルや工場システムを無能化する発明が特に望まれ

る分野である。爆薬はつかわない。 

中国、インドにもこの手法は使えるだろう。 

技術供与は必要だが高度な技術はライセンス供与とするべきである。当然約

束違反があった場合は宇宙サ－バからの指示で肝心なシステムは機能不全
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に破壊されるようにする必要がある。 

つまり日本の外交は技術で権威をもち知的技術憲章にもとづき行動すると世

界に宣言する戦略である。この場合次章でのべるような効果が期待される。

管理は第三機関に委託したほうが良いかもしれない。永遠に任すということ

である。外交上独立できていてきれいで得かもしれない。この辺も研究する

必要がある。国連に任すなどはナンセンスである。 

つまり、各国に日本から提供される技術が→日本にとっての国防→地球防と

なる戦略である。宇宙ステ－ションはそうした意味をもたせサ－バ－の様なも

のを乗せる意味で開発されたらよいのでないか、しかし、巨大な電磁波群、

巨大な降氷などで破壊されることがある。安全性を考えてカプセルにのせ分

散を図る仕組みが必要である。宇宙ステ－ションがサ－バ－の役割をする性

能が無線で起こるか否かも提案者には現時点では不明である。 

比ゆとして捕らえていただいても結構であるが、つまり破壊する鍵を２重３重

につけて、又はそれ以上につけて、プラント貸出先に目を光らすということで

ある。いわば破壊する鍵をつけて貸し出す国家的リース事業を行うという知

的外交戦略である。 

23）知的技術憲章について 

過去にロボット憲章があった。それはロボットのあるべき姿を規定したアイザ

ック・アシモフのロボット工学三原則は、次の通りである。 

第一条  ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過

することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。 

第二条  ロボットは人間から与えられた命令に服従しなければならない。た

だし、与えられた命令が、第一条に反する場合は、この限りではない。 

第三条  ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのない限り、

自己を守らなければならない。 

日本の知的技術供与戦略もこのようなロボット憲章を参考に知的技術憲章を

つくりあげ世界に発表することから始まるのである。ここに新たなビジネスモ

デルが誕生するのである。関連して述べると話が少し間違っているかも知れ

ないが CIA が偽札を印刷しているという話が報道されたことがある。CIA がド

ルの偽札を中東に渡し、中東は安い兵器を北朝鮮から購入する。→偽札は

北朝鮮に溜まる。→偽札は換金される。北朝鮮からもちこまれて交換した国

際銀行（何処かは覚えていないが）は迷惑である。米国は北が偽札を印刷し

ていると宣伝しているという、印刷機は前近代的で米ドル印刷されているスイ

ス製印刷機は導入されていないという。ここが根拠になり CIA 偽造ドル札提

供説が流れているのである。このような時、日本は特許 G メンを持ち知的技

術憲章を宣言していれば世界の印刷機に追跡信号をつけるように世界に提

案し協定する案を提案することも出来る。一歩米国の上をいく外交的戦略と

なる。日本は心差しを高くして世界をリド－しなければならない使命があるの

である。 

今までODAなどの鰹節外交か、猫なで声外交から一転する。国の品格をもっ

て外交できる強いシンボルになるだろう。知財を大いに活用して戦略を構築

せねばならない。 

知的戦略は優秀な技術力と技術に対する秘密暗号力、工程を無能にする衛

星技術により実現できるのである。この分野の開発は兵器の開発より重要視

して、日本の国家的戦略としなければならない。 
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知的技術憲章の友とするこの場合のよきパ－トナ－国は、例えばドイツでな

いだろうか、国民性は日本に好感を持ってくれている唯一の国かもしれない

と友は言う。 

前文で言う暗号は遠隔で誘導できて他に侵入されないということであれば方

法を問わないのである。この辺に知的戦力の凄さを見せ付けるだろう。故に

開発には機密費を出してもらおうというわけだ。予算がない知的戦略事務本

部では何も出来ないのだ。文部省の研究費も少し削減して投入することだ。

ベクトルをここに全て集中すべしというわけだ。又、以下の G メン育成に大学

や職安で講座を開き序々に国家資格とすべきであろうし資金の投資が必要

である。 

B) 未来の環境、教育、国づくり、農村作りの人体投影社会学の導入 

先ほどまでに未来のあるべき国の形を連想しながら意見を述べてきた。しか

し、詳細を判断する哲学を持たないといけない。何を尺度で物申すのかと問

われたとき答える基準が必要である。それを可能にしたのが人体投影社会

学である。これは人体の合理的だが穏やかな機能、のんきだが俊敏な機能

をモデルにした教育、社会、国づくりを描いたものである。何よりも、なぜ高い

国内農産物が必要か？の回答がこの人体投影社会学で答えがようやく出来

たのである。又、人体と環境をモデルにして物を考えると深く洞察しやすいし

人の心に染みわたる。教育現場に持ち込みたい人体社会学の教育思想でも

あり社会作り原理でもある。昭和４４年ごろを境として教育思想が劣化したよ

うに思う。劣化した思想の中で育った子が今の母親である。子のしつけを学

校に押し付ける。もちろん良い母親もいるが本末転倒である。別紙で人体社

会投影学を添付するがこれは考え方のエンジンにすぎない。沢山の情報をこ

のエンジンにかけて処理決定することが必要となる生きた判断基準になる哲

学手法である。 

C）特許 G メンの創設 

国の未来の形と知財戦略が大まかに提案できたのでそろそろ知財戦略の近

日版にはいろう。 

国民が特許を獲得しても真似されると何もならない。個人の力では限界があ

る。そこで 

特許 G メン制度を創設し G メンを国は稼動させる。G メンは警察、自衛隊、内

閣情報調査室、特許庁、発明協会、ジェトロ、弁護士（知財）、弁理士、各国

にいる日本の大使館員が加わり、あるいは兼任させ事にあたる。海外ではそ

のほかに、海外留学生、日本の商社からも情報収集をもらう仕組みと制度を

つくる。大使館の活動がスパイと間違われぬように世界にむかって知財の保

護もやると宣言して調査させると同じ人件費で目的を達成させるからよい案

でないか。彼らの遊びも外交上必要だが今は日本国存亡のときと銘うって勉

学させ行動させる。つまり外交的には技術展開で優位性を獲得する手法を望

んでも 

特許が他国侵害されて骨抜きになると何もならない。だから著作権も活用し

て明細書中記載された表現を特許出願人に帰属させる戦術をとるのである。

今後は大使の任命も知財法に強い方と外交力のある方を重点に任命するこ

とにする。国家公務員上級合格者は語学力と知財にたけた人とならねばなら

ない。護身体力も必要だ。 

ただいまは経済戦争である。警官には犯人探しと同じなのだから海外も語学
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力をつけて調査して帰って来ると知的財産の世界が見える目利きの警官や

自衛官となる。こうして人材を養い、知財国日本を作るのである。第二明治維

新期であるとする気概が必要だ。 

特許 G メンの創設は、G メンは海外訴訟も行う任務も持つこととする。 

D) 特許の有効期間延長と審査官評価制度の新設 

特許取得後、権利は正味２０年とすることである。現状ではあまりに短い、場

合によ 

り３０年の正味期間が望ましいのである。 

特許取得後、賞味３０年ぐらいの期間がほしい。ベンチャ－は販路をもつてい

ないからもたついている間に期間がドンドン過ぎていく。 

審査が長い。私の特許で振り返るとほとんどが、５年待って一次審査で拒絶

決定され、審判をかけて決定した特許が４件中に３件もあった。審判を請求

すると待つのに５年で、審判をかけると再審査の順番がくるまで更に５年もか

かるのである。更に、認定されて特許証を入手するのに１年かかる。すると１

１～12 年目にして晴れて特許所有者になる。このような情けないことで知財

戦略といえるのか？又、審査官の資質である。大きな理由もないのにはねら

れたケ－スを私は知っているからである。審判にかけると１発で OK である。 

なんだったのかあの審査官は、目は節穴だった？としか言いようがない審査

官の方がいた。５年の年月が無駄だったということになる。こうした審査官に

は C をつける評価制度をつける。初期の審査官と、審判かけた合議審査官

の判定が同じならば B とする。 

５年目の 1 回で通過した案件の審査官は A をつける。点数は A,B,C の順で A

が多く、順次低下する方がよい。このような評価制度も大切なことだ。 

E) 権力の持つ期間の新設 

出願公開した段階で、特許または意匠出願人には不正競争防止法の適用を

受けるようにする権利が与えられる。又、明細書における著作権の権利が付

与されることとしたい。 

不正競争防止法の適用とは先駆者利益を得られる商法上の特典であるが真

似た相手から知らなかったと開き直られやすいのが一応の権利で侵害の抑

制がある。これらを行使できるように制度の改正を要望する。  

著作権の権利とは表現上の文字の使用禁止権である。著作権法は期間が 5

０年といわれる。これらを適応したらうれしいのである。米国のプロパテント政

策とはこのようなこともいうのだろう。 

国内においては、特に自分が研究していない第三者がパンフ、説明書であた

かも自分が開発した本人を装いうる行為がある。私などは新聞記事をコピ－

され第三者に使用されている。この場合は新聞社が著作権を持つのか、当

方の人格権？が優先するのか定かでない、判定してほしい。これらの情報を

使い、インタ－ネット広告者も非常に多く当方の情報を使用して消費者に錯

誤をあたえて購買に誘導している、これを取り締まることを要望する。素材は

話題のカバノアナタケである。 

F) 審査請求の期限の弾力運用希望する 

審査請求の期限がきれたから審査できないという禁止でなく米国のように費

用で OK する制度に改正してほしい。また、特許がとられていない限りにおい

ては、今までの審査請求の冬眠物も再生審査もできるという法の改正を願い

たい。 
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G) 審査内容の適正化 

A と言う食品に薬理機能があった。同じ素材でものち B という機能が判明し

た。Aを食品に入れた組成を出している。Bも食品組成物に入れるとする請求

項をかいたら A があり容易だからだめだという。このような判定はおかしい。

実用新案のいわゆる小発明が特許となっているときに全然違う機能が発見さ

れ食品加工物にいれるのであるから拒否できないはず。そのようなことで特

許が何ヶ月も何年も遅れるのである。審査官の教育が不足していると感じて

いるがアウトラインを定めて出願する側と審査側の無駄がないようにしなけ

ればならない案件である。改善をのぞみたい。 

E) 知的所有権に対する国側の違反たいする適正処理について 

当方代表者である佐久間和夫が特許を所得したのに、カバノアナタケ（きの

こ）がある。『カバノアナタケの製造方法、特許 3008292』、『エイズウイルス増

殖抑制剤、特許第 3650940』がある。今まで日本国が輸入禁止にしたものを

当方仲間らの発表論文、及び日本の特許等をみたら有用だから輸入を認め

ることにしたといい、輸入禁止物を１８０度変更させ輸入を認めた国の行為が

ある。法律も変えていないのである。風の便りでは平沼代議士が動いたとさ

れる。 

特許を骨抜きにする行為であり、知的戦略を妨害する行為と思われるがいか

がか？知財の有るべき姿として明瞭にしてほしい。又、そうした胸先三寸で権

利侵害を誘導を先導する行為を改めさせることを調査と共に要望する。国側

に落ち度がある案件である。 

別件でロシア産の輸入物カバノアナタケに放射能が基準値より多いものがあ

ったと HP で公表しているが輸入方針は若干厳しくなったかもしれないが何の

変更もないままそのまま来ている。困ったものである。農水省の管轄である。

F) 特許銀行の創出 

これは国民の特許熱を上げるものである。特許公開されると一定の金額が

銀行から特許を担保に受け取ることが出来るという制度である。これにより再

特許に挑戦できるし弾みが出来る。将来は特許交流からスポンサ－ができ

る。評価は最低費用とその上の判断で金額を上乗せする。いわば特許の質

屋機能である。 

G) NHK 特許ニュ－スの新設 

知らせないと役立たないしスポンサ－も現れない。特許を取得した時と公開

したとき選抜されて載せることにサ－ビスの枠をつくる。必要であれば放送法

を改正する。 

主に弱小企業又は個人が対象とするべきだと思うがこれらのビジネスモデル

を開発する。 

H) まとめ 

以上のようなことを提案してみた。未来の国のあり方、地球が生き残るため

のサミット直前の今の 3 月末の時期である。 

官の職域の壁を解消して総合力で知的生産を生かして外交に、国内に活用

するのである。将来的には国や地域社会に知財で得た利益を個人が献金で

きる沢山の方が誕生することを希望するものである。国も個人の発明も営業

をかけるという方向に姿勢を転換することが必要だ。今は個人の助成は冷た

いようだ。大学からという助成プログラムばかり目立つ。大学だからよいもの

が生まれるばかりでない。助成思想の変更を促したい。 
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ともども良い状態を作りあげるべきだろう。知財はいろいろな美学を生み出

し、夢を生み出すものである。 

良い施策とは未来像に重ねて投資されるものである。省の壁を乗り越えると

ころに未知への力を感じるのである。知財事務局に十分な予算がつけられて

いるだろうか。今一度、モアイ像を見る暇と旅費ぐらい財務省は拠出してはど

うか、そこから環境新時代が始まり、知財担当者の勇気と知恵に炎を燃やす

ことにもつながるのである。 

4-3 株式会社サラダ

メロン 

将来、日本の医療費を下げて国益を上げる発明として治療ロボット開発の知

財戦略について 

日本の有るべきスタイルとして別紙で先に文章で総論を提案したが、特に医

療費についてのべる。日本は医療費は高齢化社会に伴い知的戦略を推し進

める必要がある。医師不足も問題である。 

そこで、産婦人科や救急医療、精神科、感染科、腎臓透析、難病および手術

必要場面は医師の関与は不可欠である。それ以外は治療ロボット(悪い情報

吸い取り、体に良いエネルギ－を自動的に投入する）を中心に医療チ－ムを

整える。 

医療チ－ムは医師不足であるから医師も含めた民がこれらの使用する講習

会を受け健康化を推し進める新時代が目前に来ていると思われる。これにお

ける開発の知的戦略を推し進めることである。 

例として、当方が開発したパソコン型治療ロボット A と B がある。また電脳の

中で一定のエネルギ－を送信するソフトウエア－を開発した、国際的に販売

できると思うのであり、内閣としても注目して検討してほしい。国として、国策

として世界販売を担当できないのだろうか、国としても知財事務局としても予

算を獲得する手段になれば一石３兆である。国際色彩研究会東京大会

（H20.3.23 日）で発表した発表資料を添付する。思考哲学は異論もあろうが使

用結果は良好である。（関係する DVD 画像は別送する、最新の測定方法(人

体科学学会発表論文投稿、松岡医学博士）でエネルギ－発現を測定してコメ

ントしている、治療ロボット A タイプを別名である『タイムマシ－ン付パソコン』

として DVD ではコメントしている。最前線使用の医師らは北海道にいる。  

4-4 株式会社サラダ

メロン 

高齢化時代に突入した国の医療費を削減する知的戦略について 

先に知的戦略の総論を提案した。ここでは追加として高齢化が進むとますま

す国の負担が増加する医療費対策についてのべる。これに対する方策とし

て、緊急処置や急性疾患、産婦人科、新生児科、歯科、眼科、感染症及び手

術必要場面などは医師や病院が関与する必要があるが、それ以外は知的戦

略として原則として、治療ロボットで対応する。 

治療ロボットを開発し採用する知的戦略政策の実行である。医師及び民が講

習会で使用のやり方を学び活用する段階的移行政策とする。休止した学校

や民家や商店街、メルパルクの遺産構築物などを活用する。 

治療形ロボッツトとして例えば、当方で開発したパソコン型治療ロボット A 及

び B タイプがある。A は良いエネルギ－を放出する。B は悪い患部の情報を

減少させて、身体を活性化するものである。これに関して国際色彩研究会に

おける発表資料（東京）を添付する。治療ロボット A タイプを最新の測定方法

(人体科学学会、松岡医学博士発表論文）で測定した。この DDV は別に送付

する。（※DVD 内では治療ロボット A タイプはタイムマシ－ン付 PC として呼ん

でいる。） 

B タイプは本日に送るメ－ルで東京研究会の発表資料を送るので見てほし

い。 
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そろそろ国が個人や企業の優秀な発明を世界にも販売することを企画しては

どうか？ 

国又は知財事務局にも利益があたるようにしてはどうか、一石３鳥となるので

ないか 

制度を創出してほしいものである。 

5 日 本 製 薬 団 体

連合会 

著作権の権利制限の見直しについて（薬事行政関係） 

１．要望の趣旨 

著作権関連の課題として、０７年度推進計画にて「０７年度中に結論を得る」

とされ、著作権分科会の中間まとめでは権利制限の方針が示されたにもか

かわらず、最終的に結論を得られなかった薬事行政との関係における著作

権の権利制限規定について、早急に検討が継続され、然るべき法改正がな

されることを要望する。 

２．要望理由 

薬事行政との関係における著作権の権利制限については、０５年度の文化

審議会著作権分科会において審議検討された。 

その結果、検討課題のうち、国等に対する申請・報告等に伴う文献等の複製

については、権利制限することが適当であるとの結論となり法改正実現の運

びとなった。 

その一方で、医療関係者に対する医薬品等の適正使用のための情報提供

に伴う文献等の複製については、「適切な措置について引き続き検討を行う

ことが適当である。」とされ、０６年度の文化審議会では検討の俎上にも上ら

ず、積み残しのままとなっていた。 

このため、０７年度の推進計画では、「第 4 章－Ⅰ－1.－（１）－⑦権利者の利

益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する」のなかで、「ⅲ）関係者

間での権利委託と許諾システムの整備状況に応じて、医薬品等の製造販売

業者が医薬品等の適正使用に必要な情報を医薬関係者へ提供するために

行う文献等の複製や頒布・提供行為について、著作権者等への影響も勘案

した上で、権利制限規定を整備することに関し検討を行い、２００７年度中に

結論を得る。（文部科学省、厚生労働省）」として早期対応が促された。 

これに基づき０７年度の法制問題小委員会で検討が再開された結果、著作

権分科会の中間まとめとして、いくつかの前提条件のもと、権利制限が必要

との判断が示された。 

しかしながら、その後のパブコメにおける国内外権利者側の（主として大きな

理解不足に基づく）反対意見や、他の案件における検討進捗の遅れ等から、

本年１月に予定されていた著作権分科会最終報告書としてのまとめには至ら

ず、０８年度にさらなる検討を行うこととされた。 

そこで、当連合会としては、当該案件に関して、適切な権利制限規定の改正

が速やかになされることを再度要望するものである。 

製薬企業は、薬事法により医療関係者(医師、薬剤師等)に対して医薬品の

適正使用に関する情報の提供に努めることを義務付けられており(薬事法７７

条の３)、正確な情報を迅速に提供するために複写文献等による情報提供を

行っている。一方、現行の著作権法においては、事前に著作権者の許諾を得

ることが必要となるため、これが薬事法上の義務遂行の障害となる。 

そもそも医薬品は、適正な情報と共に使用されて初めて効能・効果を発揮で

きるものであり、のみならず、このような情報を欠けば、却って国民の生命・
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健康が脅かされることともなり得る。したがって、医薬品に関する情報の提供

は、「国民の生存権」にも係わるともいうべき極めて公益性の高い行為であ

り、著作権法と薬事法との立法的な調整が図られるべき問題であり、当連合

会としては、製薬企業等の行う情報提供行為の公益性と権利者利益とのバ

ランスの取れた、適切な権利制限の早期実現を望むものである。 

３．要望する権利制限の内容  

薬事法の規定により求められている医薬品の適正使用にかかる情報を収

集、保管、提供するうえで、合理的に必要な範囲においては、文献等を複

製、譲渡および公衆送信するにあたり、権利者の許諾を必要としない。権利

者への経済的補償については、権利者の利益保護と当該利用の公益性等を

考慮した妥当な範囲での補償制度について、立法的な手当を講ずることが

適当である（たとえば、補償金、裁定制度など）。 

6 大 阪 医 薬 品 協

会 知的財産研

究会  特許情

報部会 

重点編 

 ２．知的財産の保護 

  Ⅰ．知的財産の保護を強化する 

   （５）特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環境を整備する

 に関して、ここであげられた項目以外に、以下の点を重点施策としてご考慮

いただけましたら幸甚です。 

A. 『特許権の存続期間の延長登録の出願』および『特許権の存続期間の延

長登録』の検索利便性向上について 

 製薬各社にとっては、特許権の存続期間の延長登録情報（および出願情

報）は非常に重要な情報で、かつ、いち早く知りたい情報です。しかし現在の

(独)工業所有権情報・研修館 特許電子図書館（IPDL）では、経過情報(範囲

指定検索)において期間を指定した検索しか行うことができず、指定できる期

間にも最長で 31 日分との制約があります。例えば、興味のある特定の医薬

品に関する延長出願又は延長登録案件を特定しようとすれば、何十回も検

索しなければなりません。他の観点での網羅的な検索も実質不可能です。従

って、特許庁公報 公示号に掲載される以下の項目で直接検索できるシステ

ムを構築していただくか、または、期間の制限がなく、過去から最新のデータ

まで一度に検索できるようなシステムを構築していただきますようお願い致し

ます。 

  〔検索可能となることを希望する項目〕 

・ 処分の対象となった物(一般名) 

・ 延長登録出願番号 

・ 特許番号 

・ 特許権者(出願人名) 

・ 処分を特定する番号 

・ 処分の対象となった物についての用途(出願時及び登録時) 

 これら項目を検索対象にしていただけますなら、『特許権の存続期間の延

長登録』および『特許権の存続期間の延長登録の出願』の検索は非常に利

便性が上がり、IPDL の有用性がますます高まります。 

B. 国際出願の「国内移行データ」について 

  2007 年 3 月より利用可能となった、国際出願からの移行に関する「国内移

行 デ ー タ の 提 供 」 （ ( 独 ) 工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館 ；

http://www.inpit.go.jp/info/coop/index.html#pct；以下、「INPIT 移行データ」）
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では、例えば「※上記データの対象範囲は 2007 年 1 月～2007 年 8 月です。」

とされているデータ（［更新日 2007.9.13］のデータ）であっても、『2007 年 8 月

に国内書面が提出された PCT 移行案件』の全件が収録されている訳ではな

く、ある程度の遅れを伴ってデータ収載がされているようです［＊］。他社 PCT

出願が日本に移行するか否かは、特許権成立可能性の見通し、先後願関係

にある他社出願への影響（29 条の 2 関連）などの観点より、しばしば極めて

関心の高い事項であり、研究開発プロジェクトの継続可否を左右する情報と

なる場合さえあります。そのため、上記のデータ収載タイムラグについては、

可能な限りの短縮をお願い致します。 

  また、例えば、国内書面の提出が完了した時点で（他の関連書類一式が

揃うのを待たずに）当該情報の収載を行っていただければ、国内移行情報を

早期に調査できる抜本的な改善になると期待されますので、このような改善

についてもご検討いただければ幸甚です。 

  注［＊］：特許情報部会において、毎月更新される「INPIT 移行データ」を、

受理官庁別、国内書面提出月別に解析したところ、外国特許庁等を受理官

庁とする PCT 出願においては、国内書面提出月と移行情報が「INPIT 移行デ

ータ」に掲載される時期との間隔が、3-4 か月またはそれ以上であることが認

められました。 

                                   以上  

7 コルベール委員

会 

別紙 

8 牧 野 総 合 法 律

事 務 所 弁 護 士

法人 

別紙 

9 ＩＢＭコーポレー

ション / 日本

アイ・ビー・エム

（株） 

別紙 

10 有 限 責 任 中 間

法人ユニオン・

デ・ファブリカン

東京 

別紙 

11 著 作 権 保 護 期

間 の 延 長 問 題

を考えるフォー

ラ ム  （ 略 称 ：

think C） 

わが国の著作権の保護期間を現在より 20 年延長すべきか否かの問題につ

いては、延長によるさまざまな悪影響を危惧する声も少なくない。保護期間は

一度延ばせば短縮は現実に難しく、そのため将来の世代にまで影響が永続

する可能性がある。 

 当フォーラムではかねてより、多様なセクターの関係者から意見を聞き、か

つ、延長がされた場合の影響について実証的検討を尽くすべきである旨、提

言して来た。昨年度文化審議会内に設置された「過去の著作物等の保護と

利用に関する小委員会」での議論は、こうした要望にも沿う形で各界の関係

者 32 名からヒアリングをおこなうなど検討を重ねて来たが、同ヒアリングでも

延長に対する危惧や懸念は延長を求める意見を大きく上回った。また、最近

になって保護期間延長のデメリットを示す経済分析も複数報告されている。こ

の間、各種メディアでも延長問題をとり上げる報道は数多くされているが、延
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長を積極的に推進する論調のものはほとんど見られない。 

 参考： 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07050102.htm 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07051627.htm 

 http://www.21coe-win-cls.org/rclip/newsletter/200712.pdf 

 http://thinkcopyright.org/resume_talk05.html 

 上記の事実や（欧米で保護期間が延長された 1990 年代以降の）世界の変

化を踏まえ、豊かな文化と社会にとって最善の結論を得て、速やかに世界に

向けて日本の意見を発信すべきである。 

 当フォーラム発起人・事務局一覧： 

 http://thinkcopyright.org/list.html 

 http://thinkcopyright.org/about.html 

12 北海道        「知的財産推進計画２００７」の見直しに向けた意見 

①知的所有権センターの強化（継続） 

 中小企業、ベンチャー企業には知的財産戦略を推進する人材が不足してお

り、知的所有権センターは、それら中小企業等に対する特許に関する情報の

提供や特許情報検索の指導・相談、特許流通の支援などに一定の成果を上

げている。産業の活性化に向け、今後、中小企業等に対する支援を一層強

化する必要があることから、知的所有権センターの管理運営に対する助成措

置と特許流通アドバイザーや特許流通アソシエートの配置など人的体制の強

化が必要である。 

②知的財産権関係民事事件の第一審の選択制等（継続） 

 東京地裁と大阪地裁に専属化されている特許権、実用新案権等に関する

訴訟の第一審の管轄について、地域における裁判へのアクセス権を確保す

る観点から、従前どおり地元の地方裁判所でも裁判が受けられるように競合

的管轄に戻すことが必要である。 

 また、現在、知的財産高等裁判所に専属化されている控訴審については、

司法判断の統一性を図る観点から措置されたものとその必要性は理解する

が、上記と同様の観点から、米国の連邦巡回控訴裁判所（ＣＡＦＣ）のように

地域の利便性の向上を図るため、巡回方式の採用についての検討が必要で

ある。 

③商標に関する先使用権の保護強化（継続） 

 商標を使用する意思のない者が、特定の飲食店名について商標権を取得

し、当該飲食店に商標権の買い取りを強要する、いわゆるブローカー行為が

散見される。 

 商標法第３２条において、先使用による商標を使用する権利が認められて

いるものの、「需要者の間に広く認識されている」ことが必要であり、結局、地

域の飲食店の経営者は、高額な金額で商標権を買い取ったり、店名を変更し

たり苦慮している。 

 このため、地域で営業する飲食店等の保護のため、商標の使用義務の強

化や先使用権の保護強化についての検討が必要である。  

13 社 団 法 人 日 本

映像ソフト協会 

 「知的財産推進計画 2007」の見直しに関し、以下の３点を提案いたします。

１．複製防止又は抑止目的の暗号化技術を著作権法上の技術的保護手段と

位置づけること 

 ＤＶＤビデオをはじめ、デジタル放送や Blu-ray ディスクの複製防止又は抑
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止技術には、いずれも暗号化技術が用いられています。そして、コンピュータ

での複製を防止又は抑止するためには、これからも暗号化技術を活用してい

く必要があります。 

 ところが、文化審議会著作権分科会の報告書によれば、暗号化技術は、そ

れが複製防止又は抑止目的のものであっても、視聴制限技術であって著作

権法上の技術的保護手段ではないとされています。 

 映画等のコンテンツの無断アップロードや P2P ファイル交換は、DVD ビデオ

等のパッケージをソースとする場合、リッピングツールと呼ばれる暗号を解除

して複製するソフトウェアを用いて複製されます。暗号化技術は視聴制限技

術だとしてこれを著作権法が許してしまうならば、無断アップロードや無許諾

ファイル交換を防止する実効ある対策を採ることは非常に困難です。著作権

法が暗号を無効化して複製するリッピングを明確に禁止することが、このよう

な著作権侵害行為を防止又は抑止する最も有効な方法です。 

 しかも、CSS を開発した技術の専門家も CSS 等の暗号化技術は複製防止

又は抑止技術であるとしており、また、著作権法の専門家の中にも CSS 等の

暗号化技術を複製抑止技術とする見解があります。 

 このような専門家の見解に耳を傾けていただき、複製防止又は抑止目的の

暗号化技術を著作権法上の技術的保護手段である旨明記することを提案い

たします。 

２．ＣＪマーク事業の支援と継続について 

 日本のコンテンツの著作権者等は、2005 年 3 月、コンテンツ海外流通促進

機構にＣＪマーク委員会を設置し、同委員会が中心となり、中国、香港、台湾

において、日本コンテンツの侵害（海賊版など）に対し、ＣＪマークも活用して、

具体的な権利行使を実施してきました（ＣＪマーク事業）。 

 このＣＪマーク事業は 2007 年度、上記地域等において、取締 2192 件、逮捕

者 659 名、押収海賊版 DVD など 522,403 枚という成果を挙げています。 

 しかしながら、日本コンテンツの海賊版を一掃するには未だ途半ばであり、

ＣＪマーク事業を継続し体制を強化し、アジア地域における海賊版対策を一

層と推進していく必要があります。 

 そのため、日本政府からの支援の継続を提案いたします。 

３．違法複製物のダウンロード行為が著作権法 30 条１項柱書に該当しない

旨の明記 

 「知的財産推進計画 2007」では、模倣品・海賊版は「社会悪」としています

（65 頁）。違法複製物のダウンロードは海賊版を生み出す行為ですから、わ

ざわざ著作権法 30 条１項柱書がこれを適法だとするべきではありません。 

 したがって、違法複製物のダウンロード行為が著作権法 30 条１項柱書に該

当しない旨を明記するよう提案いたします。 

以上  

14 社 団 法 人 日 本

音 楽 著 作 権 協

会 

別紙 

15 社 団 法 人 日 本

レコード協会 

別紙 

16 日 本 行 政 書 士 別紙 
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会連合会 

17 日 本 知 的 財 産

協会 

別紙 

18 日 本 製 薬 工 業

協会 財団法人

バイオインダス

トリー協会 知

的 財 産 合 同 検

討委員会 

別紙 

19 社 団 法 人 音 楽

出版社協会 

別紙 

20 社 団 法 人 電 子

情 報 技 術 産 業

協会 

別紙 

21 著作権教育フォ

ーラム 

第３章 知的財産の活用 

「Ⅳ．知的財産を活用して地域を振興する」における 

「１．地域の知的財産戦略を推進する」の 

（２）地方公共団体の知的財産戦略を推進する 

（３）地域資源の活用を支援する 

及び、 

「２．地域の知的財産人材を育成する」についての提言。 

 後述する「第５章 人材の育成と国民意識の向上」における提言にも関係す

るが、経済活動、企業支援を中心とする「知的財産推進計画」であるが、知財

の根幹はそれを創造する人材にあるのでり、その人材の育成、そのための

初等中等教育における教育の充実、そして、利用者だけでなく創造者として

も重要な位置を占めるようになった一般市民への啓蒙が、最も大切であるこ

とを最初に述べる。その上で、個々の提言をする。 

「１．地域の知的財産戦略を推進する」 

１．（２）について。 

 同項目の「②意欲的な取組を進める地方公共団体に対する支援を強化す

る」において、地方行政型ＣＡＴＶ局（以下「地方ＣＡＴＶ」という。）を支援対象と

し、別途映像コンテンツのアーカイブス化や、映像素材の販売等映像の二次

的利用についての政策を検討すること、並びにそのような行為が可能である

ことの啓蒙をはかること、さらに、地方ＣＡＴＶ職員を地域の知財戦略支援人

材として位置づけ、研修等を積極的に行うことを提言する。 

２．（３）について。 

 地域における知的財産について、現状では、特許等産学連携に関わる人

材、ベンチャー企業等経済活動等に主力をおいた政策が提言されているが、

地域にはそれ以外にも様々な発展の可能性があることを指摘したい。例え

ば、伝統文化や伝承、日々の暮らしの様子など、どれもが特色ある「知的財

産」の一つであることを認識し、それらの持つ価値の有効な利用を考える必

要があると考える。 

 その際、その中心として有効に機能すると思われるのが、地方ＣＡＴＶであ

ると考える。 
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 地方ＣＡＴＶには、ＮＨＫや民放各局の放送番組を提供するだけでなく、その

地域に根ざした番組（以下「地域番組」という。）を多く製作し、放映している。

地域番組は、決してプロの製作した商業番組と同様のクオリティではないが、

中央のＴＶ番組にはない特色ある番組であり、日々の小さな出来事が丁寧に

綴られている。それらは、その土地その土地に特化した特色ある映像素材の

宝庫として、評価することができる。 

 このような文化財についても地域の知的財産戦略の一端に加える必要を提

言する。 

 地方ＣＡＴＶに眠る映像資料は、もちろんＮＨＫのそれに比べるべくもない

が、しかし地域の特色ある伝統文化の貴重な保存者であることを忘れてはな

らない。そして、限られた財源と人材でこつこつと蓄積されてきた貴重な資源

が霧散しないよう、早急な支援を提言する。 

第５章 人材の育成と国民意識の向上 

「5.国民の知的財産意識を向上させる」における、 

（１）学校における知的財産教育を推進する 

（２）地域における知的財産教育を推進する 

（７）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する についての提言。 

 引き続き平成 20 年度においても、著作権教育に限定して、人材の育成と国

民意識の向上についての提言を行う。 

 知的財産権は、大きく特許権などの産業財産権と著作権に分類できる。そ

して、著作権はその本質として、産業発展を目的とはしていない。それにもか

かわらず、現在、著作権制度については、産業的側面からばかり議論されて

いるように思われる。ここでは「リスペクト」という文化的尊敬心すら、産業的

枠組みの中で議論されていまっているのである。 

 今一度、著作権法が何を保護すべき法律であったか、現代社会が何故、経

済至上主義的に著作権法を検討しているのかについて、改めて考えるべき

である。著作権は文化の一翼であり、それはすなわち、万人にかかわること

であって、産業財産権のように、産業経済に直接結びつくものだけではない。

そのことを再度認識し、経済活動として著作権を扱う者にも、改めて著作権と

は何であるか、それは単に金の卵を産む鶏だけではなく、人類の文化活動に

綿々と受け継がれてきたものである事を、学ぶ機会を提供すべきであると考

える。著作物を創造する者にも、著作物で利益を生む者にも、著作物を利用

する者にも、正しい著作権の啓蒙が必要であると考える。 

国民の知的財産意識の向上については、学校における知的財産教育をきち

んと行うことを第一義とし、社会全体の知識の底上げが重要であることを提

言するものである。 

１．(1) 学校における知的財産教育を推進するについて 

 教育は一朝一夕に成されるものではない。従って、初等教育からの正しい

知識の提供は、その後の知識形成に重要な位置を占める。 

 「知財教育」は、無体物の利用を扱う。また著作権にあっては、社会活動と

密接に結びついており、社会活動の枠組みの中で学ぶ必要がある。そこで、

昨年度同様の提言ではあるが、就学年に応じて、各学年各教科の中に潜む

知財問題や、著作権については、道徳、社会規範等一般社会常識と絡めて、

知的財産権の基礎的部分を体得させるような学習指導要領を検討すべきで

あると考える。著作権を含む「知財教育」として単元化するのは、一定の理解
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力が付く高校生程度になって初めて法条文を含む具体的制度についての教

育を行う等、学習者の程度に応じた柔軟なカリキュラムの策定が必要である

と考える。 

２．（2）地域における知的財産教育を推進するについて 

 地域の工作教室、発明教室等の課外活動は、確かに「自分の創造性」の発

露として有益である。しかし、オリジナリティを尊重する意識を自己や他人の

権利を尊重する意識は、著作権教育にこそ必要なものである。工作や発明

等、鉱業財産権に関わることは、登録等要件があるため、容易に自他を区別

できるが、著作物は創作した瞬間から権利が発生するため、他人のものを利

用するという意識のないまま、利用されている場合が多い。非常に秀逸なパ

ロディであっても、原著作物の二次的利用なのであり、パロディの創作者に

原著作物の二次的利用という意識があるかということが重要となるのであ

る。 

 その意味において工作・発明教室だけでなく、著作物を作成する課外活動

（例えば、映像作品を作成し、市販ＣＤから楽曲を利用させ、著作物利用申請

をさせ、許諾を得る等）の活動をもっと普及させるべきであると提言する。同

時に、権利者団体への教育活動への積極的な支援等を期待する。 

３．(5) 学校と地域産業界の連携による知的財産人材育成を推進するについ

て 

現在、著作物の利用については、経済的側面からの著作物流通の整備は行

われつつあるが、商業ベースの利用者へ利便性が図られるばかりで、一般

市民、教育関係者に対する配慮が少ない。知的財産といっても、著作権と産

業財産権は明確に区別されるべきであり、文化的意義を軽視してはならな

い。国民全体の意識の向上のためには、産業面だけでなく、最終的に著作物

を手にし、楽しむ市民、生徒、児童等が、著作権を障害と感じることなく、著作

物を自由に利用し、また自らも著作者として発信できるような環境の整備が

必要である。市民の積極的な著作物利用の推進を図ることは、著作権意識

についてより身近に考える大きな契機となると考える。 

４．(7）知的財産に関する国民への啓発活動を強化するについて 

 前述した、学校教育における工作教室等の課外活動的なものを、広く一般

市民へも行うべきであると考える。特に地方ＣＡＴＶには、「ビデオレター」等一

般市民から広く映像作品を応募させ、それを地域番組として活用している。そ

の際に著作権の問題は大きく関わってくるのである。このような現在広く行わ

れている個々人の活動について、具体的な事例に則した知的財産に関する

啓蒙活動を幅広く行うことを提言する。 

 また、昨年に引き続き、著作権法の原則である「著作権者の許諾を得る」こ

とについて、より簡単で早い申請・契約スキームの開発の必要性について提

言する。このスキームの開発はシステムの構築ということではなく、既存のシ

ステムを利用しながら、利用者-権利者間での交渉の一環として検討される

べきものであると考える。現在進められている、民間の契約による問題解決

スキームは、業として著作物を利用する者を対象としている場合が多く、一般

的な利用者（個人）が、そのスキームを応用するのは、かなり難しい。それ

は、「契約」ということについての教育がこれまであまり成されていないと言う

ことにも起因すると考える。この点は、学校教育等における対応も考慮される

べきであろう。 
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 このように、個々人-団体（あるいは権利者本人）間の契約交渉の限界を解

消するために、両者の仲介役となり、あるいは広く著作権についての相談で

きる機関の早急な設立を提言したい。国民全体の知的財産意識の向上が図

れれば、この様な機関は特に必要ないことは、昨年も述べたが、やはり現状

において、権利処理について網羅的に指導し、相談を受ける機関は存在して

おらず、それがために利用者はいざ権利処理をしようにも、どうしたらよいか

判らない手探りの状態が続いている。直接的な教育も大切であるが、その教

育を支える仕組みも考慮する必要がある。 

以上 

22 社 団 法 人 東 京

医 薬 品 工 業 協

会 知的財産研

究会 特許情報

部会 

重点編 

 ２．知的財産の保護 

  Ⅰ．知的財産の保護を強化する 

   （５）特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環境を整備する

 におきまして、以下の各項目についても推進を御検討頂きたく宜しくお願い

申し上げます。 

【要望事項】 

（１）特許電子図書館で提供される情報のリアルタイム化 

（２）特許電子図書館において閲覧可能な書類の範囲の拡充 

（３）特許電子図書館における「特許権存続期間延長の出願・登録」に関する

検索機能の拡充 

（４）ＰＣＴ出願の日本への国内移行・非移行情報の提供とリアルタイム化 

【理由】 

（１）現在、特許電子図書館の（ａ）「経過情報検索」から参照可能な審査記

録、または（ｂ）「特許・実用新案検索」の「審査書類情報照会」などから、出

願、登録、審判等の経過情報を入手することが可能であり、有効に活用させ

て頂いております。前記（ｂ）につきましては、リアルタイム化が実現されてい

ると感じますが、公報データベースの画面からボタン一つで参照可能な前記

（ａ）につきましては、タイムラグが存在します。実際のアクションと参照可能日

とのタイムラグをできる限り短く（できればＥＰＯ並みに、庁内でアクションを取

られると即日参照可能となるように）したシステムの構築を、早期に実現して

いただきますよう、お願い申し上げます。 

（２）現在、「特許・実用新案検索」の「審査書類情報照会」から、「一部を除く

特許庁受付書類・発送書類」および「特許庁内書類の一部」の閲覧が可能で

あり、有効に活用させて頂いております。しかしながら、郵送により特許庁に

提出された特許庁受付書類、延長登録出願関係の書類および第三者より提

出された「刊行物提出書」等の書類などにつきましては閲覧が許可されてお

りません。これらの書類についても閲覧できるよう、提供範囲の拡充をお願い

申し上げます。 

（３）「特許権の存続期間の延長の出願・登録」につきましては、現在、特許電

子図書館の経過情報（範囲指定検索）におきまして、限られた範囲の検索の

み可能となっております。例えば、処分の対象となったもの、特許番号、特許

権者等でも検索ができるようシステムの機能の拡充をお願い致します。 

（４）他社のＰＣＴ出願が日本に移行したかしなかったかについての情報は、

企業にとって関連プロジェクトの継続可否に関わる重要な情報です。「移行し

なかった事実」の積極的な開示および情報開示までのタイムラグの短縮につ
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いて御検討頂きたくお願い申し上げます。 

以上  

23 社 団 法 人 日 本

印 刷 産 業 連 合

会 

2008 年４月３日 

内閣官房 知的財産戦略推進事務局 御中 

                社団法人 日本印刷産業連合会 会長 山口 政廣

「知的財産推進計画２００７」の見直しに関する意見 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、貴事務局にて意見募集なさっております標記の件に関しまして、以下

の通り当連合会の意見を申し述べます。ご検討の程、よろしくお願いいたしま

す。 

敬具 

記 

１．意見要旨 

地方公共団体が発注する印刷物の製作・印刷を請け負う場合、往々にして、

印刷物に含まれるコンテンツに関する一切の権利を発注者側に引き渡すとい

う条件が課される。この、いわゆる「権利の吸い上げ」の問題を改善し、さらに

は地方におけるコンテンツ創造を促進するための政策検討を進めてほしい。

例えば、地方公共団体が発注したコンテンツ等に対しても、コンテンツ促進法

第２５条に規定する「コンテンツ版バイ・ドール法」に類する制度を適用させる

などの施策推進をご検討いただきたい。 

２．趣旨説明 

地方公共団体が発注する印刷物の製作・販売を請け負う場合、入札条件書

や契約書に「この印刷物に関する一切の権利は県に帰属する」等の文言が

含まれていることが多い。そして、印刷会社は、上記のようないわゆる「権利

の吸い上げ」条件を含んだ契約内容を受け入れなければ受注することができ

ないため、条件を変更することは実質的に不可能である。結果として、印刷

物に含まれる様々な知的財産権の一切が発注者に帰属することになる。 

印刷物に含まれるコンテンツには、発注者が提供したもの以外にも、印刷会

社が第三者に作成を依頼し、権利許諾を得て使用しているものや、印刷会社

自らが作成したものも含まれている。権利許諾を得て使用しているものは、そ

もそも印刷会社が権利を保有しないため、これらを発注者に引渡す条件は、

印刷会社が責任を持てる限界を超えるものといわざるを得ない。また、印刷

会社自らが作成したものの権利は、原則として印刷会社に帰属するべきであ

り、発注者側が無条件に一切の権利を吸い上げることは、印刷会社の権利

を損なうのみならず、コンテンツ創造の意欲を減退させ、将来のコンテンツビ

ジネス発展を阻害することにもつながりかねない。 

知的財産推進計画２００７本編「―第４章 コンテンツをいかした文化創造国

家づくり―６．コンテンツ促進法を的確に運用する」では、以下の計画が示さ

れている。 

６．コンテンツ促進法を的確に運用する 

コンテンツ促進法を的確に運用するとともに、同法の施行状況を評価し、必

要に応じ見直しを行う。また、同法第２５条に規定する「コンテンツ版バイ・ド

ール制度」の関係府省における取組状況の定期的な調査等を通じ、２００７

年度も引き続き、同制度の積極的な利用を推進する。 

「コンテンツ版バイ・ドール制度」は、国が発注したコンテンツに対して適用さ
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れる制度であるが、上記のような問題の解決策の一例として、２００８年度以

降は、地方公共団体が発注したコンテンツに対しても、同様の制度が適用さ

れるような政策推進の方向性もご検討いただきたい。 

以上、印刷会社を取り巻く現状及び知的財産権に関する問題点をご理解の

上、２００８年度には、これらを解消するような施策を進めていただけるよう、

お願いいたします。 

以上 

24 ロージナ茶会 ロージナ茶会として、「知的財産推進計画 2007」の見直しにおいて盛り込む

べき政策事項として、以下のものを提案する。 

0. 目標 

知的財産戦略の目標として、「国民全体の創作能力、創作活力、批評能力の

抜本的な底上げを通じての、優れた創作者の現れやすい環境整備と奨励」を

掲げる。この目標は、議会制民主主義と自由市場経済を是とする日本国を支

える国民の資質として望ましいものであり、公益を本旨とする政府の政策目

標として適切なものである。その趣旨は、『ほんとうの知的財産戦略につい

て』http://thinkcopyright.org/shirata1208.html において、詳述してあるので

参照されたい。 

I. 創作物流通効率を最大とするために 

1. 上記目標と、日本国憲法の掲げる言論表現の自由の掲げる価値に鑑み、

文化政策、知的財産制度、物流政策、通信・放送政策全域において、現在の

情報流通に関係するとみられる全ての規制(法的根拠の有無を問わず)・障害

(物理的なものと制度的なものを問わず)を洗い出し、それら規制・障害につい

て、その存在理由と存在による損失を、法学的・経済学的に評価検討し、下

記の基準において合理的な立証が存在しない規制・障害については、撤廃・

除去するべきである。 

1-1. 上記の法学的・経済学的評価検討においては、米国において言論表現

の自由を担保するための法理として用いられる審査基準と類似した基準にお

いて行うべきである。 

すなわち、その規制・障害が正当化されるためには、(1) 規制が存在すること

によって、流通が促進される種類の規制については、規制立法の目的が重

要な目的(利益)であるか、手段(規制方法)に目的との実質的関連性があるか

を政府が立証すること (2) 規制が縮小されることによって、流通が促進され

る種類の規制については、当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的

(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要

不可欠)なものであることを立証することを義務付けるべきである。 

2. 上記施策を遂行するために、その施策遂行を存在目的として掲げ、統一

的に推進するための組織を根拠法のある政府機関として設置し、必要な権

限を与えるべきである。 

現在の内閣官房知的財産本部等は、各省の調整機関に過ぎず、統一的な推

進ができているとはとうてい言えない。元々総務省、経産省、文科省等に関

連する権限が分散している上、最近では外務省等にも知的財産関連部門が

できるなど、むしろ分散する傾向にあり、ほとんど重複した政策が行われてい

ることも多い。また、その政府機関の行う政策・規制内容・説明責任について

は、それが情報流通を真に促進するものであるか否かという評価基準におい

て、広く国民による評価の下に置くよう審査制度を設けるべきである。 
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3. 上記政策評価の基礎資料とするため、国内の知的財産関連商品の生産・

流通に関する公的な統計資料を整備し公表するべきである。あるいは、国内

の知的財産関連商品の流通・生産に関連する事業者に統計資料の整備と提

出を義務付けるべきである。 

4. 上記のように情報流通を促進することを目的とする我が国の政策とは異

なり、強い知的財産権保護や規制を求める諸外国の主体およびその創作物

について、国内の保護・規制に追加してより強い保護・規制を与えうる制度を

導入するべきである。 

(たとえば、その政策において強い著作権保護を求めている米国作品につい

ては、以下のような追加的保護を日本国内で与えられるようにすることが考

えられる。(1) 米国が要求する保護期間への自動延長 (2) 非親告罪化した

上で違法所持、複製、販売等に対する特別捜査制度および懲役刑を原則と

する厳罰化 (3) 民事賠償については三倍額以上の特別賠償額を認める

等。) 

II. 創作物活用効率を最大とするために 

この部分に関する提案については、『著作権管理データベースと窓口業務に

関する提案』http://grigori.jp/pdf/20070214-DB.pdf も参考にされたい。 

1. ベルヌ条約に基づいた現行著作権法を存続させる一方で、それに並行す

る制度として、商用目的創作物の登録制度を創設すべきである。商業利用を

想定していない作品について基礎的な法的保護を与えつつ、商業利用を目

的としていると自ら表明(すなわち登録)する作品について、現在の市場機構

や流通機構に適合的である柔軟な保護政策を適用するためである。 

1-1. 登録にあたっては、その作品から得られた経済的利益の一定割合を登

録料を徴収し、さらに一定年限ごとに登録を更新するようすべきである。すな

わち、商業利用しているのであれば経済的利益が発生しているのであり、経

済的利益があるならば、登録料を支払うことが可能であるはずである。こうす

ることで商業利用がなされなくなった作品を自動的に登録データベースから

除外することができることになる。 

1-2. 近年、商用作品の創作活動において制作委員会方式、投資組合方式

など多数の出資者の資金に基づいて行われることがある。これらの投資によ

る創作活動は当然に利益を目的としているのであるから、登録を義務付ける

べきである。また登録をすることで、それら投資に対して責任を負うべき主体

や、投資の対象となる作品の内容が明確になるだろう。この点からも現代の

創作様態において登録制度が必要であるといえる。 

2. 上記登録制度の登録データベースを国立国会図書館データベースと統合

し管理させ、登録料等を国立国会図書館の財源の一つとし、国立国会図書

館による、図書等に限定されない幅広い商用創作物のよりいっそうの収蔵と

利用を促進すべきである。 

2-1. 米国では連邦議会図書館がこの役割を行っている。米国では著作権は

著作物の制作と同時に発生するが、連邦議会図書館著作権局に登録を行わ

ないと、著作権侵害の際に訴訟を起こすことができないという仕組みになって

いる（登録が訴訟要件）。そして、議会図書館への献納と登録制度が一致し

ているために、図書館への収蔵も進んでいる。海外の事例に則るというので

あれば、この米国の登録システムを導入することを検討するべきである。 

3. 登録によって公示されるので、商業目的(制度利用者の市場における収益
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回収可能性に否定的影響を与える)での無断複製のうち、デッドコピー(その

まま丸ごとの複製)については、非親告罪として捜査機関が摘発を行うものと

する。 

3-1. 登録によって公示されるので、商業目的での無断複製その他の侵害行

為についての民事訴訟において、被告(侵害者)が原告(制度利用者)のコンテ

ンツを参照したこと、その存在を知っていたことを擬制しうる。それゆえ、訴訟

において、原告は、被告コンテンツが原告コンテンツに客観的に類似している

ことを立証するのみで侵害が認められることにする。すなわち、侵害がないこ

との立証責任が被告に移転する。 

4. 著作権等管理事業法が施行されているが、支配的事業者の影響力が強く

競争の導入が不十分であるため、制度改正にもかかわらず創作者の利益が

増大していない。そこで、事業者の競争を促進するために、通信事業におい

て採用された「ドミナント規制」類似の制度を導入すべきである。 

4-1. それぞれの事業者の保有するデータベースを上記登録制度データベー

スに統合し、その登録制度データベースを一般公開する。すなわち、登録制

度データベースは国民一般の負担において整備維持されているのであるか

ら、万人に対して同一の条件で公開すべきである。 

4-2. 管理事業においては、著作権管理についての徴収・支払の窓口業務に

限定する。 

4-3. 管理業務における徴収・支払の明細の整備と公開を義務付ける。その

事業者の事業効率を評価するためである。また、それら徴収・支払い明細と

上記知的財産関連商品の流通に関する統計資料の突合せを行い、信頼性

の維持に努めるべきである。 

III. 創作者の利益を増大し、作品創造力を最大化するため 

最近文化庁にも提出された「著作権法にもとづく保護期間をさらに延長すべ

し」という要望からも判るように、創作者の権利や利益の保護がいまだ十分で

ないと考えられる。 

そこで次の施策について採用するべきである。また、その趣旨は、『ほんとう

の創作者利益について』 http://thinkcopyright.org/shirata0115.html におい

て、詳述してあるので参照されたい。 

ただし、以下のうち 3、4 の提案は、II.で提案した登録制度とは両立し得ない

規定である。そこで 3、4 の提案は、登録制度が我が国の政策として採用不能

である場合の代替的な提案として理解されたい。 

1. 著作権法第 15 条の職務著作規定、さらに著作権法第 16 条と 29 条の映

画の著作物に関する規定、さらに著作権法 116 条 3 項の人格権の移転に関

する規定を改正し、実際に作品を創作した本人が権利主体となるべき原則を

徹底すべきである。そうでなければ、創作者のインセンティヴが低下するだろ

から、我が国の知的財産戦略の大きな障害になることは明らかである。共同

著作物等について効率的に運用を図りたいという場合には、II であげている

登録制度を利用するものとする。 

2. 一方、著作権法の保護を必要としない創作者のために、著作財産権およ

び著作人格権を放棄あるいは一般の人々の自由利用に供するための具体

的な制度を設けるべきである。その際には、既存の国内外の自由利用許諾

の仕組み等に十分配慮し、それらと矛盾しない制度とすべきである。 

3. 作品の譲渡契約あるいは使用許諾契約について、創作者本人と出版等



 - 25 -

事業者との間の契約期間を特定年限に限定し、その年限を越える部分の譲

渡契約・使用許諾契約を無効とする強行規定を設けるべきである。すなわ

ち、特定年限毎に、創作者本人にある作品に関する全ての権利が完全な状

態で復帰する制度を導入するべきである。この制度によって、創作者の利益

を保護する一方、権利の帰属先が不明確になる弊害を一掃することができ

る。アメリカで採用されている「終了権」は選択制であるが、本提案では創作 

者本人が継続の意志を明確に示さない限り、権利が復帰するものとする。 

4. 保護期間延長の理由として挙げられていた創作者の家族・遺族の保護を

確実なものとするため、創作者本人が死亡した場合には、上記の特定年限

に関わらず、創作者本人と出版等事業者との間の譲渡契約・使用許諾契約

が失効し、ある作品に関する全ての権利が完全な状態で、被相続人に復帰

する規定を導入するべきである。 

5. 創作者が創作活動の過程において、不意に著作権侵害として訴追の対象

となるといった懸念をなくすために、いわゆる「フェアユースの法理」を我が国

著作権法にも導入すべきである。「他者の著作権侵害をしているかもしれな

い」という懸念のもと、創作者が萎縮することは、我が国の知的財産戦略上

損失となるからである。 

IV. 海外展開支援について 

商用作品については、経済的利益が追求されることは当然である。そこで、

日本の創作物がより効果的に国外市場で受け入れられ、我が国の経済的利

益に貢献することを期待すべきである。そこで、そのための支援を行うことも

また知的財産戦略の重要部分である。 

しかし、現在のところ海外に日本のコンテンツを国外市場で受け入れさせる

ための効果的な施策がとられているとは言い難い。 

ロージナ茶会としては、コンテンツ政策として、日本コンテンツの海外展開方

策について提案する。なお、PPT ファイルでも公開しているため、そちらもあ

わせてごらんいただければ幸いである。（『日本コンテンツの海外展開に関す

る私案』http://grigori.jp/pdf/20061005-kaigai.pdf） 

1. 国内のクリエイタやコンテンツプロバイダが、海外に対してコンテンツを輸

出する、もしくは海外用のコンテンツの制作を行うという際に、そのバックアッ

プをする組織の設立を提案する。 

この組織は、各国のコンテンツ市場について常に情報を集め、ユーザのニー

ズやその土地のトレンド、文化背景について調査を行い、その国で何が売れ

るかを調査する機関とする。同時に、国内のコンテンツプロバイダが展開する

際に、情報の支援と共に人の支援や流通路への仲立ちも行うこととする。大

使館・領事館等に併設し、海外の生の情報を収集すると同時に、現地のコン

テンツ流通路を確保する、総合的な海外展開機関である。その俸給は成功

報酬制とすることで、常にコンテンツを海外に売ることを考える機関とする。 

この際に、国内コンテンツ業界が海外展開に対して消極的であるというので

あれば、国内コンテンツを自ら買い上げて売ることをも含めてミッションとす

る。 

2. 国外でのコンテンツ展開に対して大きな障害になる一つが、流通ルートの

確保である。そこで、流通ルートそのものについても支援を行うことを提案し

たい。物理的な場所としては費用対効果が見込みにくいかもしれないが、イ

ンターネット上であれば、費用としても大きくはかからない。 
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現在フランスの INA が全世界に向けて映像アーカイブの公開を行っている

が、日本のコンテンツについてもインターネットを通じた公開が可能な場所の

構築と、それを支援する制度を作ることを提案したい。INA よりもさらに徹底

し、ウェブサイトは各国語に対応、また、たとえば 5 分以上をみる際やクオリテ

ィの高い画質でみる際には少額の課金を行うようなシステムを載せることで、

コンテンツを公開する著作者に利益が出るようにする。 

また、アーカイブは数年以上前の作品のみとし、アーカイブの作品を見ると、

その作者の最新作が提示される、というようなビジネスモデルを予め取り込

むことも考える。日本のコンテンツを無料で知ることができる場を国家として

提供する、それをもって、日本コンテンツの海外での知名度を上げるという方

策を提案したい。 

なお、もちろんのことながら、この場所へのコンテンツの提供は国民であれば

誰でも利用可能とし、コンテンツの種類についても特に制限は設けないものと

する。 

2-1. 現在行われているコ・フェスタのような日本コンテンツの海外への紹介・

販売についての取り組みも重要である。ただし、現状ではこのイベントは、複

数のイベントをまとめておこなっているように見せている、だけにすぎない。

MIPCOMやNATPEのような海外のイベントと連動させることなども含めて、検

討する必要があるだろう。 

3. 日本をコンテンツ制作・流通を行いやすい場所にする方策も必要である。

日本ではコンテンツを制作しやすい、日本から発信すれば世界中に対して簡

単に流通できるという環境を用意することで、日本はコンテンツ制作大国と同

時にコンテンツ・ハブとしての地位を得ることも可能になるはずである。よっ

て、そのために下記の方策を提案する。 

3-1.クリエイタの支援として、様々なタイプ・ジャンルのクリエイタ、プロデュー

サーが活躍する場所を複数の都市につくることを提案する。これは特区のよ

うな制度をもちいておこなうものである。内容は、たとえばコンテンツ産業振興

の拠点として使われた場所については、地方税減免や、クリエイタやプロデュ

ーサーが安く借りることができるとするようなことである。 

規模は小さく、メジャーな売れ方はしないが、コアなファンを生み出すようなシ

ーンを国内の各所に作り出すことで、それぞれのコラボレートや、それを取り

入れることによってメジャーが活発化するなど、多くの効果が見込むとができ

ると考えられる。 

3-2.また、クリエイタ支援を兼ねたものとして、クリエイタがコンテンツの制作

に集中できる工房のようなものに対する支援を提案したい。できあがったコン

テンツの編集・販売・権利管理・税金管理等を行うための機関を用意し、それ

を安価にクリエイタが利用可能にする。クリエイタが制作に集中し、その他の

ことは任せられる環境にすると同時に、コンテンツ販売機関は、前項であげた

海外展開機関と協力して、国外への展開をも考えるものとする。 

3-3. コンテンツハブとしての日本を目指すこともあわせて提案したい。たとえ

ば日本で最初に作品を公開することに対して特典を与えることや、より効率

的なインターネット配信システムを日本に作り出す、ということによって、世界

の全てのコンテンツは日本を通じて配信される、という状況を作り出すことを

目指すべきである。 

コンテンツハブとしての地位を占めることで、自国の作品の配信にとっても有
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利であり、また、他国のコンテンツからも多くの利益を上げられよう。 

以上をロージナ茶会からの提案としたい。 

25 社 団 法 人 情 報

科学技術協会 

 知財推進計画 2007」の（コンテンツをいかした文化創造国家づくり）において

著作権制度の見直しや法改正の提案がされており、その一部は実現しつつ

ありますが多くの課題が未解決であります。知財立国を推進するにあたり、

知財の創造・保護・活用の調和が取れた制度化が必要であると考えます。

「知財推進計画 2007」を見直すにあたり、知財の創造・保護・活用が円滑に

調和の取れた制度となるべく、下記の事項を「知財推進計画 2008」に是非と

も盛り込んでいただきたく意見を提出いたします。 

１．ホームページ印刷利用の権利制限（知財推進計画 2007 第 4 章Ⅰ．1．

（3）関連） 

 ネット情報の利用については、検討がされてきたが結論が出るまでに至っ

ていない。インターネット情報の利用はすでに日常生活において必要不可欠

な状況である。ホームページの印刷利用も家庭内のみならず、学校や企業で

も閲覧行為の延長線上の行為として不可欠な行為となっている。 

 したがって、学校・図書館・企業等の機関内でのホームページの印刷を権

利制限事項として問題の無い利用ができるよう法改正を要望する。 

２．薬事法にかかわる権利制限の推進（知財推進計画 2007 第 4 章Ⅰ．1．

（1）まる 7、  ３関連） 

 「知財推進計画 2007 第 4 章Ⅰ．1．（1）まる７、３」には、「関係者間での権

利委託と許諾システムの整備状況に応じて、医薬品等の製造販売業者が医

薬品等の適正使用に必要な情報を医薬関係者へ提供するために行なう文献

等の複製や頒布・提供行為について、著作権等への影響も勘案した上で、権

利制限規定を整備することに関し検討を行い、2007 年度中に結論を得る。」

となっている。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で検討された結

果、平成 19 年度文化審議会著作権分科会中間まとめとして「医薬品等の製

造販売業者が医療関係者に対して行なう文献提供については、製薬企業及

び著作権管理団体間の契約の状況や運用の適正化のための取組み状況

等、実効的な制度運用に向けた必要な環境が整うこと、及び必要に応じて制

度の存続の要否について検討を行うことを前提として、一定の要件の下、権

利制限を行なう方向で検討することが適当であると考えられる。」とのまとめ

に至った。しかしながら、「権利制限を行なう方向で検討」としながらも法改正

に向けた対応が取られていない。国民の生命・健康にかかわる公益性の非

常に高いものであり、早急に法改正することを要望する。 

３．著作権等管理事業法の見直し（知財推進計画 2007 第 4 章Ⅰ．1．（2）関

連） 

 現在、学術情報にかかわる管理事業者は数者あるが、それぞれの管理物

は競合することなく、いわば独占的に扱われていて高値誘導の方向に向かっ

ている。学術情報は、芸術的分野の著作物と異なり、先達の知識・知見・技

術を基に新しい知識・知見・技術を創造して行くものであり、他者の情報の利

用は不可避な分野である。高値誘導および煩雑な権利処理を強いられると、

わが国の学術情報の衰退をも招き知財立国とは、正反対の方向へ向かうこ

とになる。学術情報の真の著作者は、著作権による財産権を主張するもので

はなく、自己の学術情報を広く知らしめたいとするものである。このようなこと

から学術情報分野においては権利者の保護の強化ばかりでなく、利用およ
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び流通の強化が必要である。そのためにも、適正な使用料および適正な方

法による処理ができる体制が必要である。現状では、著作権等管理事業法

による管理事業者でなくても、著作権事業が行なえる状況にある。また、著作

権等管理事業法による管理事業者にあっても、権利者が中心となって価格

や処理が決められていて利用者は意見を出すところがない。また、一つの管

理事業者の役員が他の管理事業者の役員になっていたり、著作物を委託し

ている出版社の役員が管理事業者の役員となっている管理事業者への出資

割合が、その出版社に偏っていたりして、利用する上で大きな問題を呈して

いる。 

 したがって、適正な価格による適切な処理に基づいて、権利者の保護も考

えつつわが国に相応しい情報の流通が行なわれるように著作権等管理事業

法を見直すことを要望する。  

26 インターネット先

進 ユ ー ザ ー の

会（MIAU） 

以下、「知的財産推進計画 2007」について、その議論経過もふまえてコメント

します。（ページ数は当該文書を参照） 

■著作権法における非親告罪化について (P.63) 

著作権侵害は、有体物に対する財産権の侵害と比べて簡単に生じやすいも

のであり、またその財の非競合性から、無断で利用されることを被害と考えな

い著作権者が、数多く存在しています。著作権侵害を非親告罪化すると、著

作権者が黙認するような事例について、著作権者の意思を無視して刑事告

訴するという不条理が生じてしまいます。これはあってはならないことです。 

また、刑事実務上、親告罪が非親告罪化されたところで、大してプラスの影

響はないということは、昨年度の文化審議会の報告からも記されています。

著作権侵害を効率よく規制する手段としては作用しないと考えられます。 

■私的使用複製の違法化について（P.91） 

いわゆる「ダウンロード違法化」の問題について、いわゆる「違法サイト」から

のダウンロード、いわゆる「適法サイト」からのダウンロードの両方について、

文化庁が昨年の審議会の最終報告書でまとめたような違法化は適切ではな

いと考えます。既に文化庁のパブリックコメントにて指摘しましたが、以下のよ

うに数多くの問題点が懸念されます。 

(1) 複製にあたるダウンロードと、複製にあたらないブラウジングやストリーミ

ング視聴を、技術的には区別が曖昧であるにもかかわらず、法律的に適法

性の区別がつけられてしまう筋の悪さと将来的な技術開発への無用な制約

があること。 

(2) 海外でその地の準拠法では違法な公開にあたらないサイトを利用した場

合の扱いなど、国際的な法制度の不整合があること。 

(3) 一部の国家を除いて、著作権制度はほぼ全世界的に無方式主義であ

り、ネットユーザーにとって、あるコンテンツが適法公開なのか違法公開なの

かを、合理的な理由に基づいて判断する術が無く、違法公開「かもしれない」

と考えてもそれを容認してダウンロードすれば、情を知っているので違法とさ

れうること。また、裁判官の判断にも大きく依存し、また文化庁の持論も裁判

によって否定されることがあり高度の信頼性に欠ける現状では、国民の法的

地位が甚だ不安定になること。 

(4) 国民が常に自分が違法行為を犯しているのではないかという不安感に晒

され、それが架空請求の踏み台として大いに利用されうること。 

(5) 「適法な」ダウンロードについて、実効性を担保したり国民の安心を得たり
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するために、適法ダウンロード情報をトラッキングするということになれば、通

信の秘密が侵害されることになるおそれがあること。 

(6) 学問・研究・報道等で違法ダウンロードについて調査する行為なども、従

来は私的使用複製の概念で柔軟に対応していたとも考えられるが、ダウンロ

ードが違法化されると、これらも違法行為とされてしまうということ。 

(7) そもそも、法改正が必要であるという主張の根拠が乏しいということ。

（「ダウンロードによる被害」が本当に存在するのか、印象操作の疑いの無

い、信頼できる統計情報は存在しない。またダウンロード違法化議論で議論

されている「問題」は、法律上は送信可能化権で既にカバーされているはず

であり、まず著作権者が送信可能化権をしかるべく行使するよう啓発すべき

である。） 

なお、適法性の判断の問題に関連して、「適法マーク」のようなドメスティック

な民間対応を見せる著作権団体もありますが、その有無は何ら適法性も違

法性も担保しませんし、これを入札条件とする官製談合の類が認められるよ

うなことがあってはならないと考えます。公正取引委員会ではコンテンツ事業

の発注につき、厳格な姿勢で審査していただきたいと考えます。 

■ネット上のビジネスマーケット構築について (P.91) 

最近、ネットでコンテンツを配信するための簡便な権利処理が必要であるとい

う問題意識から、ネット配信に限定してそのために必要な権利を映画会社等

に集中的に権利を帰属させる「ネット権」を創設すべきであるという提案がな

されています。そこに問題意識を向ける姿勢は私たちも賛同するところです

が、具体的な案としてのネット権については否定的にならざるを得ません。 

ネット権の提案では、権利が映画会社や TV 局に帰属することになりますが、

これらは実際にコンテンツを制作している著作者ではありません。ネット権者

に権利を専有させるということは、著作者から権利を剥奪することでもあり、こ

こではそれがマイナスに作用し、番組制作会社のインセンティブを不当に損

なうことになります。 

ネット権提案者たちが問題視しているのは、番組の配信等が行えないことに

あるのですから、ネット配信に必要な権利について、事前徴収・事後分配方

式で必ず許諾されるものとし、使用料に相当する対価を文化庁あるいは第三

者機関に信託できれば足ります。個別の映画配給会社や放送事業者が権利

を専有する必要は無いと考えます。使用料の分配は純粋に著作者間でなさ

れるため、創作の担い手にさらなるインセンティブがもたらされることにもなる

ことを考えると、この方が望ましい方式です。 

そもそも、権利処理を簡便化するために新しい権利を創設するというのは、

筋が悪いと言わざるを得ません。ネット配信に限定した専有権という考え方

は、あまり明確なものではありません（インターネットプロトコルを利用したイン

トラネットにおける流通や、住基ネットを経由しての複製等の問題が考えられ

ます）。 

私たちは、権利処理の構想として、著作権制度とある程度パラレルでありつ

つ、既存の制度と矛盾しない「二階建て」のような制度が、ネット権よりも具体

的に妥当すると考えています。それは、本来的に文化的な創作の保護を主

眼におき、無方式主義であらゆる創作者に権利が自然発生する著作権制度

は従来型のままにして、積極的に営利活動を行いたいという者にのみ、著作

権を放棄することを条件に、新制度で与えられる法的保護を受けることを届
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出させる、というもので、以下のようなメリットがあります。 

(1) 登録されている情報を探すのみであるため、権利者の探索に無用なコス

トがかからなくなる。 

(2) コンテンツビジネスのために制作されたものであり、明確な権利行使の意

思があると推定できることによるメリットがある。 

 (2-1) 非親告罪化に類似する（ただし著作者の同意による違法阻却があり

得る）規定を設けることができる 

 (2-2) 禁止権として構成するのではなく、報酬請求権として構成することで、

許諾を得るためにワンストップをかける必要がなくなる。 

(3) 権利処理を自動化する機構を法的に整備しやすくする。 

この制度によって、著作権法がその本来的な趣旨を維持しつつ、コンテンツ

産業やネット配信など現代的な課題を解決することが可能になります。 

「二階建て」の制度案については、同じ名前でいくつか（誤解を含む）解説が

見られますが、私たちが支持する案は以下で詳しく説明されています。 

http://grigori.sblo.jp/article/3837797.html 

http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20070811 

■私的録音録画補償金と DRM について (P.91) 

文化庁では、審議会にて発表した「将来的には DRM を前提に補償金を廃止」

という方向性を示していますが、これについては私たちはむしろ否定的な立

場をとります。EMI やユニバーサルミュージック、Sony BMG やワーナーミュー

ジックなどが iTunes Plus や Amazon MP3 など DRM フリーの音楽配信サービ

スを活用するようになり、大物ロックアーティストが自ら DRM フリーの音楽配

信を行うようになった現在、DRM は世界的な音楽配信の潮流としてはむしろ

廃止されつつあります。DRM が何らかの補償制度の要件として機能すること

を求められるような制度設計は、現実的ではありません。 

また、現在のような補償金制度を維持するとした場合でも、DRM が施されて

いて複製できないようなコンテンツについては、補償すべき損害は間違いなく

存在しないのですから、補償金分配の対象から除外するなどして、公平な制

度に改正する必要があると考えます。 

補償金は何より著作権者に分配されるべきものであり、その徴収・分配が適

切に行われるよう、透明性を高める努力が求められています。そのような努

力を放棄して、共通目的事業を拡大したり、既に業界向けに周知されている

はずである補償金制度の広告に補償金をつぎ込んだりしようというのは、不

適切であると考えます。 

■著作権保護期間延長論について (P.94) 

著作権保護期間延長論には数多くの問題があります。 

(1) 著作権の保護期間を延長することは、遺族など一部の著作権者（著作者

でない）を利することしかなく、新たな創作へのインセンティブが存在しないと

いうことは、経済学上ほぼ争いがありません。著作権者の遺族のみが不労所

得を得られるべきであると考える合理的な理由は何ら存在しません。 

(2) 長すぎる保護期間は、米国で"Orphan Works"と呼ばれる問題を生み出し

ています。すなわち、保護期間が長いため、著作権が切れていないが、著作

権者の存否や所在が不明であったり、著作権者の遺族と連絡がとれないた

め、自由に利用することが出来なくなってしまうのです。 

(3) 著作権によって自由利用が制限されていれば、特に創作から何年も経っ
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た著作物はほとんど利用されないことになり、大多数の古い作品は死蔵され

ることになります。著作権保護期間が延長されれば、その死蔵期間が無駄に

長くなります。 

(4) 世の中のあらゆる創作は、それ以前の創作の上に成り立っていますが、

著作権が存続している間は、それらの創作の上に新たな創作を作り出すこと

が困難になります。古典作品を現代風に加工した名作は数多く存在します。

古典作品を埋もれさせない、著作者やその創作に対して思いやりのある制度

が望まれます。 

(5) いまだに保護期間延長が世界的潮流であると主張する向きもあります

が、西欧でも保護期間延長法案が却下されているのが事実であり、世界的

潮流はむしろ保護期間を延長しない方向になっています。そもそも、世界的

潮流がどうであるかは、国内法制度のあるべき姿を論じる際には、ほぼ無関

係な問題であり、特に著作権制度のように各種条約が既に存在するのであ

れば、その範囲で議論すれば足ります。 

(6) 保護期間を延長しないことで日本の経済的利益が損なわれるという主張

する向きもありますが、日本は古典作品については輸入超過であり、かえっ

て日本の経済的利益を損ないます。 

■コピーワンスルールの見直しについて (P.105) 

コピーワンスの運用を見直し、もう少し柔軟な運用ルールを模索した結果、現

在では「ダビング 10」と呼ばれる方式に結着したとされていますが、このダビ

ング 10 方式は、コピーワンスと同様、1 世代コピー（COG）のみを許容する、

柔軟性に欠けるものであり、私たちはこれを支持できません。 

ダビング 10 が実際に 9 回コピー + 1 回ムーブを許容するのは、HDD プレイ

ヤーを前提とした場合に限られ、単体のデジタルチューナーや外付レコーダ

ー、ケーブルテレビの STB を利用している場合は、従来通りコピーワンスの

運用となってしまいます。すなわち、相当数の人にとっては、従来通りのコピ

ーワンス状態になってしまい、柔軟な運用ルールは実現できていないことに

なります。 

当団体でネットユーザーにアンケートをとったところ、7 割の回答者はダビング

回数について無制限が望ましいと回答し、同様に 7 割の回答者はコンテンツ

を PC または DVDにアーカイブしておきたいと回答しています。今後は、Apple

社の Apple TV のような、自社のハードウェア（TV）を活用したオンデマンド番

組配信が、TV 視聴に取って代わることになると考えられます。COG ルールに

固執することによって、PC の HDD や DVD への自由なコピーが行えないので

あれば、その流れはいっそう加速していくことでしょう。 

以上。 

27 社 団 法 人 日 本

図書館協会 

 知財立国の実現に向けた知的財産戦略本部の活動については，当協会と

しましても注目しているところであります。 

 この度「知的財産推進計画 2007」の見直しにあたり，当協会からは下記の

事項を新たな政策として盛り込んでいただきたく思いますので，よろしくお取り

計らい願います。 

１．非商用著作物に関する複製権の制限の検討 

 これまでの著作権法に関する議論は，商用の著作物を中心とした議論であ

ることが多かったように思われますが，誰もがインターネットを利用して簡単

に著作物を公表できる現状においては，種々不都合が生じていると考えま
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す。 

 「知的財産推進計画 2007」の「インターネット上でのコンテンツの新たな創

作・発信を促す」（95～96ページ）などは，このような状況において著作物を有

効に活用できるように「意思表示するシステムの構築」が目標として掲げられ

ているものと思いますが，文化庁の「自由利用マーク」の普及度などから考え

ても，意思表示システムの普及は容易ではありません。また，インターネット

上のコンテンツには著作（権）者の連絡先が明示されていないことも多く，許

諾に基づく利用も想像以上に困難という現実もあります。 

 ついては，有用な知的財産を有効に活用し，新たなコンテンツの創作につ

なげるため，例えばインターネット上に存在する非商用の著作物のようなもの

に関して，著作権者に経済的損失が生じず，複製者に不当な利益も生じない

範囲においては，現行著作権法の各種権利制限規定よりも広い範囲で複製

権を制限することなどを検討すべきと考えます。 

２．著作権の間接侵害の検討 

 この問題については「知的財産推進計画 2007」の中でも，「利用とのバラン

スに留意しつつ適正な保護を行う国内制度を整備する」（94 ページ）の中の

小項目として上げられ，さらに文化審議会著作権分科会法制問題小委員会

司法救済ワーキングチームで審議されたところですが，「文化審議会著作権

分科会法制問題小委員会平成 19 年度・中間まとめ」においては，根本的な

解決に至るような結論は示されていません。 

 他方，「知的財産推進計画 2007」に「違法複製されたコンテンツの個人によ

る複製の問題を解決する」（90 ページ）の問題が上げられていますが，いくつ

かの著作権侵害に関する裁判において，著作物の直接の利用者ではなく複

製機器や演奏機器の設置者が侵害者と認定されています。 

 このような判決をもとにすれば，インターネットに接続された情報検索端末

を利用者に提供する図書館やネットカフェ等において，利用者が違法複製さ

れたコンテンツを複製した場合，侵害者は図書館やネットカフェ等ということに

なってしまい，大きな混乱に発展しかねません。 

 違法複製が権利者にとって大きな問題であることは理解できますが，違法

複製されたコンテンツの複製の問題の検討と同時に，間接侵害や，いわゆる

カラオケ法理についての整理を行う必要があると考えます。 

３．アーカイブ化を促進し，その活用を図る 

 このことについては「知的財産推進計画 2007」（95 ページ）にも盛り込まれ

ており，さらに 2008 年３月４日付けで公表された「オープン・イノベーションに

対応した知財戦略の在り方について」（知的財産戦略本部知的財産による競

争力強化専門調査会）においても述べられているところですが，人類の文化

遺産を後世に伝えるためには政策としてアーカイブを行うべく，必要な法改正

等が行われることが必要と考えます。 

４．権利者の利益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する 

 このことについても「知的財産推進計画 2007」に盛り込まれているところで

すが，その中の特に「障害者による著作物の利用の促進」（91 ページ）につい

ては，当協会は長年にわたり関係各所に要望している事項であり，この事項

に関しては文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で審議され，「文化

審議会著作権分科会法制問題小委員会平成 19 年度・中間まとめ」におい

て，諸外国の水準並みに障害者の利便を図るという方向性が示されていま
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す。 

 当協会としては，この結果に基づく早期の法改正が行われるよう，改めて要

望します。 

（以上）  

28 障 害 者 放 送 協

議 会 著 作 権 委

員会 

第４章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり 

I．世界最先端のコンテンツ大国を実現する 

１．デジタルコンテンツの流通を促進する法制度や契約ルールを整備する 

（１）ビジネススキームを支える著作権制度を作る 

○7 権利者の利益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する 

 i）公表された著作物に聴覚障害者向けに手話や字幕による複製を実施で

きるようにするなど、障害者による著作物の利用の促進という観点から著作

権法上の権利制限規定を整備することについて関係団体による具体的な提

案に応じて、検討を行い、２００７年度中に結論を得る。 

 （文部科学省） 

------------------------------------------------ 

上記部分について、意見を述べたい。このことについては、文化審議会著作

権分科会の小委員会で検討が行われ、私ども障害者放送協議会著作権委

員会としても、二度にわたり意見発表を行ってきた。そして、１０月には中間ま

とめが公表され、障害者への情報保障確保の観点から著作権法改正に向け

ての基本的な考え方が示された。 

ただ、残念ながら他の案件に関して最終的にまとまりきらず、最終まとめには

至らなかった。しかし、障害者の情報保障関係については小委員会での大筋

の合意は得られているものと理解される。知的財産推進計画２００７にも「２０

０７年度中に結論を得る」と明確に示されているのであるし、そして日本政府

が２００７年９月２８日に署名した、国連障害者権利条約一日も早く批准でき

るようにするためにも、具体的な著作権法改正のための作業に直ちに着手す

べきである。 

参考までに、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ「障害

者福祉関係」部分に関する意見を以下に示す。 

障害者放送協議会著作権委員会提出パブリックコメント【総論部分】 

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ「障害者福祉関係」

部分に関する意見 

○1 今回の中間まとめには障害者の情報格差是正を巡る国際情勢の動向

を、部分的にではあるが反映されているように見受けられた。 

○2 しかしながら、日本政府が 2007 年 9 月 28 日に署名した、国連障害者権

利条約（以下権利条約と略記）に関する直接的言及がまったくない。このこと

は署名が時期的に中間まとめ公表の直前であったという事情を差し引くとし

ても、まことに残念なことといわざるを得ない。最終まとめでは、是非とも権利

条約に言及されるべきである。 

○3 権利条約第三十条第三項には、「締約国は、国際法に従い、知的財産を

保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又

は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をと

る。（外務省・仮訳文より）」とあり、批准に向けての国内法の整備、調整の作

業が行われていると聞いている。 

○4 現行著作権法が「障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当
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な又は差別的な障壁」となっている現状については、当委員会からの要望

書、意見書、意見発表等をつうじ、具体的な場面や事例等をあげて指摘して

きたところである。最終まとめの検討において、再度検討されることを強く希

望する。 

○5 現在政府部内で進んでいるであろう権利条約批准のための国内法整

備、調整等の作業の経過や成果が公表され、これに対する意見が集約され

その結果等をふまえた検討結果が、最終まとめに反映されることも必要なこ

とと考える。 

○6 諸外国の立法例が参考としてあげられ、また「諸外国との例等を参考に

それと同程度の立法措置を講ずべきとの意見があった（中間まとめ 35 ペー

ジ）」とのことだが、最終まとめにおいては、単に「立法例」のみにとどまらず

に、具体的な法の運用例や運用実態、法令の実効性を担保する諸制度、諸

施策等についても踏み込んで調査検討すべきである。 

○7 今まで著作権法で配慮されていなかった、上肢障害、学習障害、発達障

害等について検討がなされ、一定の方向性が示されたことは歓迎すべきこと

と考える。最終まとめの検討に当たっては、いわゆる限定列挙的な障害観で

はなく、障害者の個別的、具体的ニーズに応えるという観点からなされるべき

である。 

○8 したがって、各々の障害の定義や範囲については、旧来の障害概念にと

らわれることなく、最新の国際的動向や知見を取り入れたものとすべきであ

る。 

○9 また、最新の通信・放送技術、情報コミュニケーション技術、支援技術等

の進展が、障害者の情報格差解消に生かせるよう、調査や検討を深めていく

べきである。 

○10 著作権者側からは権利の一部制限ではあるが、このことは障害者の情

報格差解消のための合理的配慮 (reasonable accommodation) であり、この

ことで対等に文化や情報を享受することが可能となる。このような基本的観

点から最終まとめの検討がされるべきである。 

29 社 団 法 人 日 本

書籍出版協会 

2008.4.3 

知的財産推進計画 2007 の見直しに関する意見書 

社団法人 日本書籍出版協会 

当協会では、知的財産推進計画 2007 の見直しにあたり、意見を申し上げま

す。2008 年の計画策定に際しては、以下の各項目が盛り込まれますよう是

非ご検討いただきたく、お願い申し上げます。 

活字コンテンツの普及 

子どもの読書活動推進法および文字・活字文化振興法の具現化を行うた

め、2007年10月に国民各界各層からなる「財団法人 文字・活字文化推進機

構」が設立されました。この機構はその事業として、学校における「読育」の充

実、企業・職場における言語力の向上等を掲げています。我が国が海外に通

用する優れたコンテンツを今後も生み出し続けていくためには、国民の言語

力が高い水準を維持していくことが不可欠であり、言語力の向上は文字・活

字に親しむことで育まれます。「創造的な国」づくりを目指す同機構の活動は

極めて重要なものであると考えます。 

翻って、知的財産推進計画 2007 をみると、世界最先端のコンテンツ大国を実

現するための施策として、デジタルコンテンツの流通促進のための制度や契
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約ルールの整備が提言されています。この内容については強く賛意を表する

ものですが、創造され活用されるべきコンテンツは、デジタル形式のものには

限られず、また日本を代表するコンテンツはアニメ、ゲームソフトに限られま

せん。従来の印刷媒体で発行される出版物もコンテンツ産業の中では、非常

に重要な役割を果たし続けています。 

世界から高い評価を得ている我が国のコンテンツとして、アニメ等に注目が

集まっていますが、書籍・雑誌・新聞等の出版物によって流通する活字コンテ

ンツも同様に非常に高い評価を受け、ビジネスとしても成功を納めています。

また、映画をはじめアニメやゲームソフトの原作となっている出版物も少なく

なく、活字コンテンツはあらゆるコンテンツの源泉となっているともいえます。 

知的財産推進計画 2008 では、文芸・コミック作品をはじめとする活字コンテン

ツの振興への配慮をお願いいたします。 

ブックフェアの役割 

村上春樹の全世界的な人気は多くの人の知るところですが、それ以外でも多

数の日本の作家の作品が世界各国で翻訳出版され好評を博しています。し

かし、コミックに比べると海外での発行部数は未だ発展の余地が大きく、さら

に裾野を広げるためにも国際ブックフェア等での PR 活動が重要な意味を持

ってきます。 

世界最大のブックフェアである、フランクフルト・ブックフェアでは、日本の出版

社のブースが、国の助成を得て出展している韓国、中国、さらにはインド等の

共同ブースの拡大によって、従来の場所から不利な移動を余儀なくされる恐

れが出ています。アジア各国のコンテンツとの競争に打ち勝つためには、海

外市場へのアプローチとして最適な各国のブックフェアへの出展に対する国

の援助は極めて有効です。 

ドイツ第二のブックフェアであるライプチヒ・ブックフェアでは、このフランクフル

トを上回る規模で日本を中心としたコミックのブースが設けられており、全ドイ

ツからコミックファンの若者が参加しています。このような日本のコンテンツへ

の関心をそれだけに終わらせず、この動きと連動して、文芸作品をはじめと

する日本の活字コンテンツひいては日本文化全般への理解を広げていくこと

が重要であると考えます。 

本年のソウル・ブックフェアでは、国の全面的なバックアップを受けた「中国

年」が盛大に催される予定であり、来年６月の同フェアでは「日本年」の開催

が決定しています。日本の出版文化のすばらしさを世界に伝え、コンテンツ

輸出大国としての地位を獲得する一つの契機とするためにも、国による「日

本年」に対する支援を是非ともお願いいたします。 

学術専門書出版への支援 

学術専門書の出版振興については、日本学術振興会の科学研究費補助金

（科研費）によって、市場では多くの売り上げは見込めないものの、非常に重

要性の高い学術専門書の出版が可能になっています。しかし、平成 19 年度

の研究成果公開促進費は 18 億円で前年度の 30 億 2560 万円に比べて、約

40％の大幅な減少になっています。我が国の学術研究の水準を維持していく

ためには、学術研究成果が確実に公表されていくことが必要で、それが日本

の基礎的な国力の増進につながるといえます。国内での充実なくして海外へ

の展開は困難です。 

知的財産推進計画 2008 では、学術専門書出版の支援・増強についての項
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目を加えていただくようお願いいたします。 

デジタル時代における出版者の法的保護 

放送と通信の融合等、デジタル化・ネットワーク化時代ではメディア間の相乗

効果を高めていくことがさらに重要になります。このようなメディアの多様化に

ついては、出版業界も避けては通れない情勢の渦中にあります。 

しかし、出版者は著作権法上、何ら固有の権利を持たず、また著作権法に規

定された出版権は、紙媒体による出版物にその範囲が限定されているため、

出版物のデジタル化に際しては、専ら著作者の持つ著作権のみが働くことに

なります。 

出版者としては、自らの発意と責任によって発行し販売のリスクを負っている

出版物の二次的利用の高まりの中で、自らの権利主張ができない状況にあ

り、これが出版物のデジタル化事業を展開する上での懸念材料となり、ビジ

ネス展開が遅れている一因にもなっています。 

活字コンテンツの保護と利用をデジタル化して促進するという観点から、「出

版者の権利」創設に関する項目が再び知的財産推進計画の中に盛り込ま

れ、議論が改めて行われることを要望いたします。 

国立国会図書館のデジタルアーカイブ 

国立国会図書館に納本された図書を保存のためにデジタル化してアーカイブ

に蓄積することについては、現在、＜文化審議会著作権分科会過去の著作

物等の保護と利用に関する小委員会アーカイブワーキングチーム＞で検討

されています。そこでは、図書の「保存」（デジタル化）、「検索」、「提供」のそ

れぞれの段階において、著作権者、出版者の経済的利益を不当に侵害しな

いように見直しが行われなければならないと考えます。市場で入手できる図

書が、国立国会図書館から公共図書館に配信されることで容易に読むことが

できるようになるとすれば、それは、ベルヌ条約における「スリーステップテス

ト」でいう「通常の利用を妨げる」ことにつながり条約違反となりかねません。 

出版社としても、一度発行した出版物が長い期間にわたり国民の目に触れて

いることは大きな喜びでありますが、近年では、1 冊からでも印刷・発行できる

「オン・デマンド出版」や、自らネットで配信するという出版社も現れており、国

会図書館のデジタルアーカイブによって出版社のビジネスにどのような影響

があるのかは簡単には予測がつきがたいところがあります。 

つきましては、デジタルアーカイブ化図書館資料の利用の円滑化について

は、拙速を避け、権利者、利用者、図書館の三者による協議会のもとで、

種々の条件が協議されていくことを提言いただきたい。 

  以 上 

30 社団法人コンピ

ュータソフトウェ

ア著作権協会 

 当協会は、コンピュータソフトウェアをはじめとしたデジタル著作物の著作権

者の権利を保護すると共に、著作権の普及活動を行い、コンピュータ社会に

おける文化の発展に寄与することを目的として活動しております。 

 知的財産推進計画 2007の見直しにあたりましては、当協会における活動を

踏まえまして以下の点につきましても盛り込んでいただければと考えておりま

す。 

 

１日本企業の海外子会社（日系子会社）に対するコンピュータソフトウェアの

違法コピー防止対策としてのソフトウェア管理の普及 

（第 2 章Ⅱ関連） 
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 当協会では 2001 年より、企業・団体等の組織内におけるコンピュータソフト

ウェアの違法コピー防止対策として、ソフトウェア管理（組織内で使用するコン

ピュータソフトウェアにつき、インストール可能数（＝ライセンス数）と実際のイ

ンストール数を把握・比較し、適法な状態を保ちつづける活動）の普及・啓発

活動を行ってまいりました。 

 海外、特に日本を除くアジア地域におけるコンピュータソフトウェアの違法コ

ピー率は非常に高率であり、海外に拠点を置く日本企業の子会社において

は違法コピーが発生するリスクは非常に高い状況にあります。 

 加えて、現地における違法コピーに対する法的責任の追及にあたっては、

「言うことを聞きやすく、損害賠償能力がある」日系子会社が格好の対象とな

っています。（なお、東南アジア諸国では、米国の団体 BSA による「通報キャ

ンペーン」が推進されており、情報提供者には「報奨金」が支払われていま

す。このため、日系子会社に関する摘発もタイなどで頻発しています。） 

 日本は「知的財産立国」宣言以降、中国をはじめとしたアジア諸国などに対

して、日本の知的財産を保護するよう具体的な要請を実施しているところで

すが、日系子会社によるビジネスソフトウェアの違法コピーが発覚し摘発され

る事態が頻発すると、当該企業のみならず、日本の知財戦略のイメージや信

頼が現地で低下するおそれがあります。 

 知的財産立国たる日本の遵法意識の高さをアジア地域に示し、各国の追

随、自助努力を促すことという観点においても、日系子会社におけるソフトウ

ェアの違法コピー対策が緊急に求められるところであります。 

 当協会では、2005 年 4 月に開設した ACCS 上海事務所において、日系子

会社を対象としたソフトウェア管理セミナーを開催してきたほか、2007 年 11 月

に中国の著作権保護団体「中国軟件連盟」（CSA：China Software Alliance）、

韓国の著作権保護団体「韓国ソフトウェア著作権協会」（SPC：Korea 

Software Property-right Council）の 3 団体間で、ソフトウェア管理に関する相

互協力についての覚書（MOU）を締結しました。また、2007 年 1 月以降、中

国・大連市版権保護協会（DCPA）との交流を開始し、現地での講演や、

DCPA と共同して日系子会社に対する「ソフトウェア正規版利用推進企業表

彰」を実施しています。また、JETRO バンコク事務所からの要請に基づき、

2007 年 11 月、タイのバンコク、ナワナコン工業団地、ベトナムのハノイ、ホー

チミンにおいて、日系子会社を対象としたソフトウェア管理普及セミナーで講

演を実施いたしました。 

 バンコクでのセミナーの反響は非常に高く、参加者のアンケートでは、従業

員教育をどのようにおこなえば良いかや、現地言語での資料が欲しいといっ

た切実な状況をかいま見る意見が寄せられました。 

 そこで、日系子会社における違法コピー対策としてのソフトウェア管理の普

及につき、現地の著作権法制度に照らした教育・啓発を含め、推進計画に盛

り込んでいただきたくお願い申し上げます。 

 

２ファイル共有ソフトによる著作権侵害対策の強化（第 2 章Ⅱ３．関連） 

 Winny をはじめとするファイル共有ソフトによる著作権侵害は非常に深刻な

状況となっています。当協会および（社）日本レコード協会、日本国際映画著

作権協会が 2007 年 9 月に実施したファイル交換ソフト利用実態調査による

と、ファイル共有ソフトを利用している者の割合は、インターネット利用者の
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9.6％との結果となり 2006 年 6 月の調査時（3.5％）に比べて急増しています。

また、同調査では、Winny のネットワークで流通しているファイルのうち、著作

物と推定されるもののうち 92.5％が著作権者の許諾なくアップロードされたも

のと推定されております。ファイル共有ソフトによる著作権侵害対策について

は、警察庁の「総合セキュリティ対策会議」が先月発表した報告書において

も、その必要性につき触れられているところです。 

 そこで、ファイル共有ソフトによる著作権侵害対策の強化を推進計画に盛り

込んでいただきたくお願い申し上げます。 

 

３海外における著作権侵害対策に関する情報共有の促進（ 第 2 章Ⅱ１．関

連） 

 日本のコンテンツは海外において人気が高く、それ故に世界中において著

作権侵害の被害を受けています。被害の態様については海賊版販売のみな

らず、インターネットによる無許諾配信も増加ししています。 

 適法なビジネス展開のため、またボーダレスであるインターネット環境下に

おけるコンテンツの適正な流通のためにも海外における著作権侵害対策を

進めることが重要となりますが、その際に大きな障壁となるのが、各国の著

作権法制度、および権利執行実務の情報が不足している点です。 

 アジア地域においてはコンテンツ海外流通促進機構（CODA）が著作権法制

度等の情報収集や権利侵害対策を実施していますが、その他の地域につい

てはいまだ十分とはいえません。 

 当協会では、会員会社と協力し、イタリアにおけるアニメ DVD の海賊版販

売に対し、2005 年 10 月に現地財務警察に告訴状を提出し、2006 年 3 月にロ

ーマおよびボローニャのアニメショップが摘発されました。告訴状の提出まで

には、距離、言語の壁に加え、イタリアにおける法制度、実務手続きを学びな

がらの対応となり、大変なエネルギーを要しました。 

 その際のノウハウをとりまとめ、本年 3 月に「イタリアにおける著作権侵害ハ

ンドブック（イタリア共和国編）」（文化庁長官官房国際課 発行）を制作いたし

ました。 

 現在検討が進められている「模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」が締結

されることで、海外における著作権侵害対策は進むことになることが予想され

ますが、実際の対策をより容易に行えるよう、欧米諸国の著作権法制度、お

よび権利執行実務の情報を収集し共有できる取り組みが重要と考え、本件

につき推進計画に盛り込んでいただきたくお願い申し上げます。 

 

４DRM の普及について（第 4 章Ⅰ４．関連） 

 コンテンツの流通促進のためには、著作権法制度の整備、関係者間の契

約スキームの整備と並んで、DRM（デジタル著作権管理）技術の普及促進も

重要であると考えます。ここでいうDRM 技術は、コンテンツの不正流通および

不正使用を防止・覚知する技術だけのことではありません。例えば映像コン

テンツのネットワーク配信の場合に、再生期間・再生回数の設定、ダウンロー

ドした PC から携帯プレイヤーへの「持ち出し」を認めるか等、権利者の柔軟

な許諾を実現するための技術も含まれます。つまり、DRM 技術はコンテンツ

流通・配信を促進するための技術でもあるともいえます。 

 そこで、コンテンツの普及促進に資する DRM の研究および普及につきまし
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ても、推進計画に盛り込んでいただきたくお願い申し上げます。 

 

以上 
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